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産学官連携とコーディネータ

中　村　吉　宏
（産業技術総合研究所　産学官連携コーディネータ）

巻 頭 論 文

はじめに

我が国において、研究開発における「産学官連

携」は古くから追求されてきている。例えば、旧

通産省工業技術院の研究開発において、昭和41年

度からの大プロ制度や、昭和56年度からの次世代

制度では、企業と国研の共同研究に大学が参加す

る研究体制がとられた。しかしながら、それらの

研究体制において、大学は、アドバイザー的参加

の域を出ず、必ずしも本格的な研究主体としての

参加ではなかった。

今般、産学官連携の重要性が新たに喧伝されて

いるのは、経済活性化のための技術開発において、

大学･研究機関の成果の実用化を主眼としている

ことに特徴がある。

ここでは、新しく期待されている産学官連携の

主体の一つである独立行政法人における取組みと

して、産業技術総合研究所における産学官連携の

活動を紹介し、その中でのコーディネータの役割

を考えてみたい。

１．産学官連携の新たな意義

新しく期待されている産学官連携の意義は、周

知のとおり、総合科学技術会議の「産学官連携の

基本的考え方と推進方策（意見）」（平成14年６月

19日）で明示されている。産学官連携の基本的考

え方の中で、「今後の我が国は新しい原理の発見

も含めて新しい技術を自ら開拓し、それを実用化

していくことが求められてきている。中略。大学

等（大学、国立試験研究機関及び研究を目的とす

る独立行政法人等）の頭脳を活用し新しい技術を

生み出し、それを基に製品・サービスを作りだし

ていかなければならない。したがって､従来以上

に､産学官連携強化が必要になってきており」と、

時代背景と産学官連携の必要性が述べられてい

る。

２．産総研における取組み

２－１．産総研における産学官連携の基本方針

独立行政法人産業技術総合研究所法（H11.12.22

法律第203号）の第３条（研究所の目的）は次の

ように産総研のミッションを定めている。

「独立行政法人産業技術総合研究所（以下「研

究所」という。）は、鉱工業の科学技術に関する

研究及び開発等の業務を総合的に行うことによ

り、産業技術の向上及びその成果の普及を図り、

もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエ

ネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資す



ることを目的とする。」

即ち産総研の「成果の普及」は法的に規定され

ている業務である。これを受けて、産総研は「産

総研技術移転ポリシー」（H13.6.27）を定めた。

その中で基本的姿勢を表１のとおり明示した。

産総研吉川理事長は、平成14年度の開始に当たっ

ての訓話の中で、産学官連携の「待ち」から「攻

め」の姿勢への転換を強調した。ここに産総研に

おける産学官連携の取組みの基本姿勢が示されて

いる。

２－２．産総研における産学官連携の組織と運営

産総研における産学官連携の組織と運営を図１

に示す。

独立行政法人移行に伴って新たに次のような組

織と運営を導入した。

１）産学官連携部門：総勢100名を超える研究職、

行政職で構成

２）産学官連携コーディネータ：外部連携のキー

パーソン、各拠点に配置

３）産学官連携センター：各研究拠点に設置、地

域産学官連携の窓口

４）知的財産部：多数の内部弁理士を活用

５）研究ユニット知財責任者：副ユニット長クラ

スが戦略的特許出願を指導

６）連携研究体：企業と連携して実用化に専念す

る研究組織

７）ベンチャー支援室：研究者のベンチャー創業

を総合的に支援

８）産総研イノベーションズ（外部TLO）：半数

は企業経験者

なお、平成14年度から５年計画で、文部科学省

の「戦略的研究拠点育成」制度により「ベンチャー
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（１）産総研は、研究成果を積極的に産業界等

に技術移転する。

（２）産総研の職員は、技術移転を推進するこ

とを責務の一つとする。

（３）産総研は、職員の技術移転活動に対する

貢献を奨励し、評価へ積極的に反映する。

（４）産総研は、研究成果の産業界等への技術

移転のために、共同研究、受託研究、技

術研修等を活用し、知的財産権の実施を

推進する。

表１．産総研技術移転ポリシーから

図１．産総研における産学官連携の組織と運営



開発戦略研究センター」事業を展開している。

２－３．産総研における産学官連携の実績

産総研における産学官連携の平成13年度実績を

表２に示す。

独立行政法人移行後の顕著な変化は、予算枠の

制約がなくなった受託研究費の大幅増額、パテン

トポリシーや技術移転ポリシーの研究者への浸透

並びに産総研イノベーションズ（外部TLO）設置

の成果としての特許実施料等の３倍増である。

また、平成13年12月には、産総研と三菱化学1

との間で、包括的な研究協力協定を締結した。こ

の研究協力は、産総研が有する世界トップレベル

のシーズ指向の基礎及び応用研究開発力と、三菱

化学が有するニーズ（市場）指向の技術経営力の

強みとを相互に生かすことにより、将来の新産業

創出に繋がる知的創造や、社会に対する新科学技

術の先導・提言に貢献することを目標としてい

る。その後、日本における連携研究の新しいモデ

ルとして注目され、大企業から本モデルに触発さ

れた新しい連携形態の打診が続いている。

３．コーディネータの役割

３－１．基本はニーズ・シーズのマッチング

産総研における産学官連携コーディネータの業

務を以下に記す。

１）企業や大学と産総研との連携プロジェクト

（共同研究や受託研究、研究協力）の企画・

調整・立案

２）企業等のニーズと産総研の有する技術シーズ

のマッチング

３）産総研における研究成果の把握・掘り起こ

し・権利化の支援（知的財産部と協力）

４）産総研の有する知的財産権の民間への移転・

事業化の支援（産総研イノベーションズと協

力）

コーディネータは、一般に、知的財産部やTLO

に先行して上記３）、４）の業務も担当し、時に

は、特許流通アドバイザー、インキュベーショ

ン・マネージャーの役割も果たすが、コーディネー

タ活動の基本は、ニーズ・シーズのマッチングに

あると筆者は考えている。マッチングを目指して、

技術シーズを掘り起こし、発信し、企業ニーズを

把握しているのであり、マッチングから、諸々の

連携の企画が生まれてくるのである。

後述の1つくば研究支援センターの「平成13年

度産学官研究交流システムに関する調査研究報告

書」では、千葉県東葛テクノプラザのコーディネー

ト事業を取り上げ、ニーズに見合うシーズ探しの

方がマッチングの成功率が高いこと指摘してい

る。その理由として、シーズには産業への応用目

的が不明確なものが多いこと、シーズにヒットす

るニーズを探すことは容易でないこと等を挙げて

いる。

理想的には、シーズ側、ニーズ側（支援機関）

の双方のコーディネータが緊密に連携すること

が、ニーズ・シーズのマッチングに有効であると

考える。

３－２．活動事例

産総研における産学官連携コーディネータの活

動事例として、筆者の活動状況を日誌形式で紹介

する（日本産業技術振興協会「JITAニュース」
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表２．産総研における産学官連携の実績

注）13年度は海外との共同研究等を含む、共同研究・
研究助成金・依頼出張の間では重複がある
13年度特許実施料の数字は 13年４月から12月ま
での実績で、秘密情報開示契約締結10件、総額30

百万円を含む



2002年7月号巻頭言を一部改訂）。

１）外部連携プロジェクトの企画･調整

○月○日　福岡県工業技術センター生物食品研究

所と地域コンソーシアム連携提案

産総研から出向している福岡県工業技術センター

の浜所長からの招聘で、同所生物食品研究所主催

のBT菌に関する国際シンポジウムに参加。その

機会に、生食研を訪問、地域コンソーシアム提案

計画を紹介され、つくばの２名の研究者を参加さ

せて内容を強化する段取りをつける。……残念な

がら採択に至らず。

○月○日　産総研・東工大ライフサイエンス・フォー

ラム開催

経済産業省から東工大に出向している富士原教

授と相談し、両者の組織的連携を強化し、ネット

ワークの拡大を図る目的で、双方から５名のリー

ダーがメンバーとなり、月１回のペースで、特定

の研究分野の現状と将来展望を自由に語る場を設

置。共同研究、連携提案等の成果が生まれ始めて

いる。……具体的プロジェクト化が今後の課題。

○月○日　大手自動社メーカー研究所に技術シー

ズ紹介

この日以前に、産学官連携部門の本田次長を窓

口として、研究協力の基本的協議、秘密保持契約

締結の合意、企業側によるつくばでの具体的ニー

ズのプレゼンが行われており、今回はそれに呼応

する形で、産総研側の技術シーズ５件のプレゼン。

産総研側代表として調整に当たるが、企業側から

具体的な共同研究のスケジュール提案もあり、ス

ピードが要求されることを実感。……その後、３

件が企業からの研究資金導入を伴う共同研究契約

へ発展。

２）ニーズ・シーズのマッチング

○月○日　AIST･｢産学官｣交流フォーラム開催

産総研の実用化に近い技術シーズを、分野別に

月１回、5、6件ずつ、50社前後の企業関係者に紹

介し、見学会あるいはポスターセッション及び研

究者との交流会を実施。産総研側の世話人として

企業側との総合調整に当たる。各回は分野別の産

学官連携コーディネータが担当。企業の関心があ

るマッチング候補18件中、成立数件と、技術移転

の効率は悪いが、情報発信、人的ネットワークの

構築に効果あり。……ビジネスシーズ集発行。

○月○日　つくば研究支援センター｢研究情報交

流ネットワーク｣事業支援

｢研究情報交流ネットワーク｣事業は、つくばの

国研、大学の技術シーズを、事前登録した全国の

企業関係者約900名に分野別にインターネットを

活用して送付し、企業側の関心がメールでシーズ

提供機関に返送されるという双方向情報交流シス

テムの運営。本事業のＷＧ委員長として、全体の

とりまとめを行うと同時に、ライフサイエンス分

野の技術シーズの提供及び企業対応を進めてい

る。……ネットワーク参加登録は、つくば研究支

援センターホームページ（http://www.tsukuba-

tci.co.jp）から。

○月○日　企業と研究者の面談仲介

上記交流フォーラムで紹介した技術シーズに関

心を示した企業が、研究者との面談を希望。研究

者と企業連携室、産総研イノベーションズ（TLO）

の関係者の日程を調整し、面談日セット。秘密保

持契約締結のもとで協議。……このほか、企業と

研究者の面談仲介多数。

３）地域における連携促進

○月○日　産技連生命工学部会中部近畿地域部会

総会出席

産総研と公設試との連携組織である、産業技術

連携推進会議（産技連）の生命工学部会長として、

できるだけ地域部会総会に出席する方針をもって

いるが、これまで実現したのは、今回と関東甲信

越静地域部会のみ。「地域」がキーワードとなっ

ている時代に、産総研と公設試が連携して、地域

の産学官連携を推進する意義を強調。マンネリを

産学官連携とコーディネータ
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打破し、実効的な会議運営を呼びかけ、部会の新

規事業として地域講演会を当該地域でも実施する

よう要請。

○月○日　つくばバイオフォーラム発足総会

茨城県商工労働部滝本部長（経済産業省から出

向）の主導で、つくばの産業集積拠点化を目指し

た「つくば発新事業創出プログラム」が策定され、

その実施母体として、ナノテク、ITなど産業分野

別「フォーラム」の設置が進められており、今回

は、バイオベンチャーを中心とする「つくばバイ

オフォーラム」の発足。産学官関係者80名を超え

る参加を得た。村上和雄茨城県工技センター長を

代表幹事とし、運営委員として参画する。……そ

の後、つくばバイオ・ゲノム推進協議会発足準備

に幹事として参加。

おわりに

産学官連携の重要性が、極めて具体的に、かつ

地域を含めて広範囲に認識されてきている。各主

体が、共通の目標に向かって、誠意をもって参画

することが産学官連携の成功の秘訣と考える。そ

の中で、コーディネータは、時には潤滑油となり、

時には接着剤となって、産学官相互の円滑な連携

を形成していく役割を担っている。産学官連携の

推進のためには、コーディネータの確保・育成も

重要な課題であることを強調したい。

なお、産総研の産学官連携部門の詳細は、産総

研ホームページhttp://www.aist.go.jpを参照して

ください。
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杉田 本日のテーマは「産学官連携」ですが、従

来は企業と大学との連携は非常に少なく、特定の

企業と大学の特定研究室との連携が主流のようで

した。しかし、昭和62年に大学の共同研究センター

整備の開始から、急速に産学官連携が重視される

ようになり、特にこの数年間で産学官連携に関す

る各種検討や提言が行われ、これに基づく制度の

整備が進んできました。また、産学官連携の量的

拡大も見られるようになっております。このよう

な状況から、本日お集りいただきました皆様方に、

産学官連携の現状を検証していただくとともに、

その課題や方向性などについても探っていきたい

と思います。

それでは最初に岐阜大学の八嶋さんにお話しし

ていただきます。八嶋さんは岐阜大学の産官学融

合センター長として、産業界との交流を積極的に

実行されています。最近では大学内部の研究部門

を公開されており、企業とのつながりも強まって

いるようにうかがっています。そこで八嶋さんに

は、そのあたりの内容も含めた産学官連携につい

てお話し願います。

八嶋 国立大学は現在約100弱ありますが、その

うち66の大学に共同研究センターがあります。ご

存じのように科学技術基本計画において大学のミッ

ションとして教育、研究の２つの大きな柱に加え、

社会貢献という柱を加え、地域の活性化に寄与す

るように、ということがうたわれています。それ

を基づいて全国の共同研究センターでも、地域の

産業界および行政の皆さんと一緒になって地域の

活性化を図ろうという動きがあります。これが大

学を取り巻く産官学連携の組織的な背景のあらま

しです。

その中で岐阜大学は他の大学に先駆けてユニー

クなことを考えました。共同研究センターは旧帝

大を除いて、ほとんどの地方大学が併任のセンター

長と選任助教授、それにバイトの人が１人という

態勢で運営されています。それでは駄目だという

ことで、岐阜大学では８月１日から、それまで10

数年間あった地域共同研究センターの組織改編を

行いました。

従来の組織はコーディネーターを有していて、

学内の先生と学外の民間および行政とのお見合い

を進めていました。また、ベンチャービジネス・

ラボラトリーという、ベンチャー企業を大学のシー

ズを使って創成する施設として、バーチャルリア

リティーに関する研究をするVSL（バーチャル・

システム・ラボラトリー）というものがありまし

た。さらに外部との契約機能および特許に関する
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さまざまな事務業務を行う研究協力課（総務部所

管）という部署がありました。

この３つの部門を、学内措置というかたちで統

合しました。その３つの部門に加えて、平成16年

４月以降、大学が独立法人となった後の技術移転

や知的財産管理などを取り扱うTLO的なオフィス

の、４つの機能を具備した新しい産官学融合セン

ターを発足させました。こうした主に教官がいる

組織と主に事務系職員がいる組織が融合して１つ

の大きな所帯になり、その中にそれぞれの機能を

持っているというのは、国立大学の中では岐阜大

学だけです。

ご存じのように各大学が知的財産の掘り起こし

と権利化およびそれを使った技術移転を考えてい

るTLOという組織があります。この地域では名古

屋大学が中心になっている中部TLOと三重大学に

今年度できた三重TLOがあります。これは経済産

業省の旗振りでできたものですが、今年度財務省

に文部科学省から概算要求が出ているように、来

年度以降、国公私立大学のうちおよそ30の大学に

知的財産本部なるものが創設されます。これが

TLOとどう棲み分けするのかは議論のあるところ

ですが、岐阜大学ではいち早く学内措置としてそ

の雛形を知的財産本部として立ち上げました。そ

の１つのサンプルが産官学融合センターなので

す。これは10月に京都で行われた全国共同センタ

ーセンター長会議の席で、１つの進んだ事例とし

て紹介しました。

この組織はまだ産声を上げたばかりなので、皆

さんに知っていただくために『G-NICE』という

ニュースレターを２ヵ月に１回発行しています。

G-NICＥとはGifu University-Notable Inno-

vation Circle Enterpriseの略で、技術革新のサー

クルをどんどん構築するような企画を作ろうとい

う狙いを込めたものです。

岐阜大学の産官学融合センターには、学内と民

間の連携活動を外部からサポートしていただくた

め、地域交流協力会という組織があります。これ

は学外組織で、現在、190以上の個人および法人

の会員で構成されています。この会員に対するサー

ビスも産官学融合センターが行っています。その

１例として大学内のラボを公開してラボツアーを

していただくということもあり、８月に工学部で

実施しました。また、12月には農学部で第２回の

ツアーを行います。また、せっかく多くの会員に

参加していただいていながら、私たちはなかなか

会社に出かけることができません。そこで来月に

「産官学ふれあい道場」という交流の場を設け、

社長が協力会会長を務めておられる太平洋工業1

の技術と製品を学内に展示していただくことにな

りました。この場で技術の改良などを議論してい

ただき、太平洋工業1と学内の先生方の間で共同

研究や委託研究を進めて行くとことを考えていま

す。このように学内のシーズを皆さんに提供して

いこうというのがラボツアーの狙いです。また、

民間の方に大学に来ていただき、大学の先生方に

研究内容を３時間ぐらいかけてゆっくり説明して

いただき、その中で、コンサルティングやカウン

セリングをしていただきます。

当センターが岐阜県で何ができるのだろうと、

１つの雛形を考えました。それは21世紀型産官学

連携ネットワーク岐阜・産業イノベーション・シ

ステムというものです。このシステムは文部科学

省に予算申請をして、１ヵ月ほど前に予算が通り

ました。大企業の場合は、ほとんどが独自の研究

所を持っていますから、企画、受注から始まって、

研究開発、設計、試作というイノベーションサー
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クルを自社の中に構築することができます。とこ

ろが、岐阜県ではほとんどの企業が中小企業なの

で、人、カネ、場所、設備等がありません。です

から製造業はほとんどがもの作りに終始するより

他ありません。

これでは、なかなか生き残っていけません。そ

こでどうしたらよいのかということですが、各社

に研究開発組織を作ればいいのではないかという

ことです。ところが、従業員数十人の会社で研究

開発部門を有するイノベーションを構築できるよ

うなことは難しいと思います。そこでこんなこと

を考えました。岐阜大学には七百数十名の教官が

います。また、岐阜県には11の公設研究所があり

ます。他にも国際バイオ研究所など、財団の研究

所がいくつもあります。これらを合計すれば岐阜

には、1000名余のR&Dスタッフがいるのです。

このスタッフを中小企業のR&D部門のスタッフ

にしてしまえばいいのではないかというのが発想

です。つまり、岐阜大学の七百数十名と県の研究

所の二百八十数名に外郭の財団の研究者を合わせ

て、県内のさまざまな中小企業の方たちのR&D

部門の役割を果たしていきたいということです。

ただ、組織としてできないので、１つの方法とし

て、協力会のすべての会社にコンピューターに接

続できるヘッドセットを配り、電子会議ができる

システムを持っていただきます。これによってバー

チャルな会議室をたくさん使って、そこで共同研

究することを考えています。このシステムの使い

方や手引きのために、今年度は講演会やセミナー

を企画します。

そんなことは夢物語と思われるかもしれません

が、実はすでに１つの事例が立ち上がっています。

岐阜県建設研究センターと岐阜大学の教官60～70

名が研究所を作ろうということになり、12月には

発足する予定です。このために教官は大学に兼務

届けを出して、正式に岐阜県の建設業のR&D部

門のスタッフとして働いているのだということが

言えるような実施モデルを作っていきたいと考え

ています。これは元々は、県から当センターに派

遣されていたコーディネーターの方の発案で始ま

った事業ですが、１つの具体例ができあがるとい

うことでお話ししました。

杉田 融合センターでは教官と事務部門が一緒に

なったということですが、これはすばらしいこと

だと思います。融合センターには４つの機能があ

るということですが、今後一番強化し、重点を置

いていきたいという点は、どんなところでしょう

か。

八嶋 産官学連携を活発にするために、最も必要

なことは教官の意識改革だと思います。教官は

750名ほどいますが、このうちで産学官連携に協

力的で、いい教育と研究をしている人は、10％も

いないのではないでしょうか。かといって、750

名全部を精鋭部隊にしようとは思っていません。

しかし、いい商品を売らないことには品質保証が

できませんので、学内の意識改革とともに学内の

本当にいいものを抽出していきたい。しかし、そ

の点はまだかなり遅れています。

意識改革をするためには、学長によるトップダ

ウンが必要です。各学部はセンターの存在を下に

見ているので、うまくいきません。そこでセンター

のトップは副学長であるべきと考えています。

インキュベーション機能については、すべての

研究費用を皆さんにバラバラと均等に出すのでは

なく、これはという特色のあるものに重点的に配

分していこうと考えています。その共同研究のた

めに施設として提供できるハコモノは平成15年度

末には完成する予定です。ハコモノはあるのです

が、マネジメントのできるインキュベーションマ

ネージャーがいませんから、ソフトの面では非常

に遅れています。

TLO機能は青写真を描いている段階ですが、唯

一きちんとしているのは、弁理士と弁護士はいな

いが、契約事務のできるものだけはいます。ただ

し、倫理とか法律関係の事項も大変重要ですので、

独立法人になったときには、弁理士、弁護士、公

産学官連携の実態と今後のあり方
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認会計士、中小企業診断士などに常勤として加わ

ってもらおうと考えています。実は文部科学省が

考えている知的財産本部では、そのカネのほとん

どは人件費に使えといっています。

こんなことで４つの機能には、まだそれぞれ不

備があります。ただ、融合センターにはこんな不

備があるということが明らかになってきたので、

今はその解決に努力しているところです。

杉田 青木さんいかがですか。

青木 現状認識としては、先生がおっしゃる通り

だと思います。せっかく新しい構想がスタートし

たのだから、ただその成功を祈るのみです。

杉田 それでは青木さんから、自己紹介を兼ねて

産学官連携についてどう考えているのかをお話し

いただきます。

青木 岐阜には航空宇宙、電子部品、自動車部品

などの大企業の工場はありますが、産業界のほと

んどが地場産業で形成されています。その中でバ

ブル崩壊以降10数年間、沈滞の一途をたどる日本

経済が世界に生き残っていくためには、地場産業

の復活が不可欠です。岐阜県工業会はその視点で

活動をしています。

地場産業は長い歴史を持っており、その中に多

くの技術の集積があります。それを大学の先端技

術や官の研究成果と有機的に結びつけ、新しい産

業や技術を起こすお手伝いをするのが工業会の役

割だと考え活動しています。具体的な活動をご紹

介すると、組織的には、総務委員会、企画委員会、

技術委員会、国際技術委員会、ハイテク匠の会は

６つの委員会を持っています。

総務委員会は情報・広報活動、会員増強活動、

地域交流会を担当しています。企画委員会は大学

との交流、県外企業見学会などを行っています。

岐阜大学の地域交流協力会の会長も工業会の副会

長である太平洋工業1の小川社長さんにお願いし

ています。大学のみではなく広域ネットワークで

他府県との交流もあります。京都、滋賀とは工業

会同士の交流、愛知、三重とは、ものづくりネッ

トワークを通じての交流があります。

技術委員会は環境技術研究会、情報技術研究会、

生産技術研究会、生物食品技術研究会の４つに分

かれています。各研究会の本年度のテーマは、環

境委員会がエコマテリアルとLCAで、講演会、研

究会、見学会を行っています。情報技術研究会の

テーマは、エンジニアリングデータベースの共有

と技術研究で、隔月の研究会を実施しています。

生産技術研究会はナノテクノロジーをテーマに、

講演会や研究会を、生物食品技術研究会は本年度

から急きょ中国農薬やBSE問題など、食品の安全

性をテーマにした研修会を開催しています。

国際技術委員会は国際的な情報収集をテーマに

して、国際交流事業を行っていますが、特にジェ

トロと共催で中国産業の現状についての講演会を

６回シリーズで行っています。

ハイテク匠の会はIT、インターネット事業のた

めに設立したもので、会の行事案内やガイドの通

信に使っています。また、対外的にはe－ビジネス

をやれるようにホームページを開いて、アクセス

を受け付けています。また、中部経済局主催のも

のづくりネットワークに参加して、開発に関する

人間的交流についての情報提供を行っています。

この他、特別研究会が３つあります。MV調査

開発特別委員会は、平成９年に発足し、今度初め

て公開して成功したので、この成果を今後どう生

かしていくかを検討しています。ロボット試作特

別委員会は、平成12年のロボカップ世界大会をめ

ざして14社がヒューマナイドの技術開発に取り組
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み、今年６月グランドチャンピオンに輝きました。

今は２期目に入り、新たなメンバーを募って一層

研究に拍車をかけています。超微量物質計測特別

委員会は、かねてから行っていたダイオキシン測

定をリアルタイムでできないかということで３年

前から取り組んでいるのですが、今、研究予算を

申請中です。

こんなところが工業会の活動の概略ですが、何

はともあれ産業界は、きわめて厳しい状況に置か

れているので、研究開発は不況をブレークスルー

する非常に重要な手段だと考えています。

杉田 続いて官の立場から本間さんに国や県の施

策をご説明いただき、産学官連携に対する考え方

もお話しください。

本間 まず、岐阜県のみではありませんが、国内

的にみると最近はヒット商品のサイクルが非常に

短くなっています。２番煎じはもうだめで、すぐ

に次のものに関心が移っていきます。他方、国際

的にみると、中国などの発展途上にある国々にお

いては、買替というよりも、これから新たに購入

しようということで安い物が求められています。

また、韓国や中国などの近隣諸国の工業化も急ピッ

チで進展しています。そう考えると、商品開発の

ターゲットをどこに置くかが重要なテーマになる

と思います。

20世紀後半型の県の産業政策は、工業のインフ

ラを整備して工場を誘致しようという時代の産物

でしたが、これからは新しい製品コンセプトを生

み出す研究開発機能が重要になります。その点、

岐阜県は国が科学技術創造立国を言い出すより早

く、10年以上も前から研究開発立県を旗印にして、

全国の地方自治体の先駆けになってきました。

これまでの日本は、ものづくりのプロセスの効

率化に努めてきましたが、人件費の安い途上国に

追いかけられて、そこで勝負することは困難にな

りました。今後は今まで以上に、プロダクトイノ

ベーションをいかに構築するかが問われることに

なり、オンリーワンや世界ナンバーワン商品や技

術を作っていかなければ、太刀打ちできないとい

うことではないでしょうか。

次の産業の核になる科学技術に目を向けて、集

中的に産業基盤づくりをするということが大事で

す。県では、情報技術を基盤とした大垣市のソフト

ピアジャパンやVRやロボット技術を基盤にした

各務原市のテクノプラザなどはその例です。そこ

に研究開発の拠点を作り、その周りに新しい産業

群を形成しようというのが狙いで、その旗振り役

をするのが県の役割だと考えております。

その中で、平成８年に科学技術振興センターが設

立されました。県には従来から付属の試験研究機関

はありましたが、他の地方自治体の試験研究機関と

同じように、主として試験、検査が中心でした。研

究開発機能を高めようということで、試験研究機関

の再編と同時に、工業系、農業系、生物系、医学系

を統一的な政策の中で総合的に推進するため、科学

技術振興センターができたわけです。

翌年、科学技術の基本戦略が策定されましたが、

その基本方針の１つとして研究開発のネットワー

クを掲げました。本日のテーマは産学官連携です

が、基本的には産でできるものは産で行ってもら

う。産のみでできないものを産、学の連携で行え

るようお手伝いをしようというのが、県としての

役割だと思っています。また、県には11の試験研

究機関がありますが、それらの各機関での連携を

図るとともに、外部との連携も進めています。

このようなことは、国のレベルでも進められて

おり、最近は次代の産業育成への投資ということ

で、科学技術の振興は大きな柱となっています。

平成14年には文部科学省の知的クラスター創成事

業が発足しました。これは地方自治体が地域の主

体性を活かしながら事業計画を立て、大学等にあ

る技術シーズを核にして企業等を参加させながら

次代の産業クラスターを形成しようというもので

す。岐阜県もこれに応募し、試行地域に指定され

ました。県の提案内容は、ロボット、VR技術を医

学、医療の分野に活用して、産業クラスターを創

産学官連携の実態と今後のあり方
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成しようというものです。

いずれにしても科学技術の推進は、全国が一様

ではなく地域の特性や事情を活かしながら行うこ

とが重要だと思います。そう考えると、県全体を

みて、県民の意向に産業界、試験研究機関、大学

をどうコーディネートし、暮らしやすい地域をど

のように作っていくかが大きな課題になっていま

す。

杉田 知的クラスターの創設は、まさしく産学官

連携の具体的な形になるのですね。

本間 知的クラスター事業は、１地域に対して年

５億円が５年間投資されます。５年間だけでなく、

その後もそれがベースになって、産業と大学や研

究機関が連携しながら、さらにシーズを生み出し、

連鎖的な産業形成がなされるような打ち出の小槌

を作ろうというものです。大学にはこういう技術

があるから、という発想だけでは売れるものはつ

くれません。こういうものがあったらいいなあ、

こういうものを使いたい、そこから新しいものが

生まれてくるのだと思います。

カラオケはまさに、こうした歌い方をしたいと

いう思いが生み出し、世界の人々の共感を得て大

ヒット商品になった成功例だと思います。

科学技術もカルチャーなのです。生き方、生活の

仕方の提案であり、それに人々がどう共感を持つ

か。日本人の生き方が世界でどう受け入れられる

か。そこから考えないと、産業界に新しいものは

出てこないのではないでしょうか。

杉田 その指摘は非常に重要で、まとめはそれに

尽きると思います。われわれの視点でいうと、新

しい産業を起こすという議論があり、それを目標

にしています。研究機関の方々と相互交流をして、

自立的に新しいものがつくり出され、新しい産業

ができることが重要だと思います。そのためには

産学官それぞれの意識改革が必要であり、そのあ

たりが産学官連携を成功させる基本的課題だと思

います。

この後、少し話題を絞ってみたいのですが、産

学官はそれぞれがどういう役割を果たすべきであ

り、また、それぞれに対して何を期待するかを議

論していきたいと思います。

八嶋 大学の教官としては、すばらしい研究をし

て、それに基づいて学生を教え、いかに学生の質

を向上させるかが最低限の必要条件だと思いま

す。そこで得たものを地域の活性化に使っていく

ということです。決して社会貢献が先頭にあるの

ではなく、まずは教育と研究ができない先生はダ

メだと思います。オープンマインドで積極的で、

そして今、もう１つ大切なことは倫理観です。産

学官連携が進むと、今までにはなかった外部資金

などが入ってきますが、その中でどう確固たる倫

理観を持ち、公人としての研究を全うできるかが

大切です。

本間 話は変わりますが、これからは日本の中だ

けではなく、世界の中で岐阜を考える時代ではな

いでしょうか。

青木 先日、早稲田大学でシンポジウムがあって、

岐阜の代表で出席しました。その席で私は、信長

は金華山の上で「岐阜を制するものは世界を制す

る」と言ったが、われわれはこの国際社会の中で

岐阜を制して、世界を制するような大きな視野で

考えていきたいと発言してきました。

本間 今は国内でも海外でもいろいろなレベルで

ネットが結ばれています。企業のレベル、大学の

レベル、地方自治体のレベル、NGOのレベルな

どいろいろなところでネットワークができていま

す。その中で岐阜が生き生きした地域なのだとい

うような地域をつくっていきたいです。

杉田 その意味で産学官連携もパートナーづくり

の１つの形だということなのでしょうね。だから

それぞれが苦労していかなければならないという

ことですね。

八嶋 その議論にはほとんどが同意できますが、

自分の中には少しだけぼんやりとした部分もあり

ます。岐阜大学は東大、京大、名大などとは違っ

て地方の中規模大学です。したがって、世界に冠
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たるトップランナーが必要だといわれても、教官

はトップランナーばかりではありません。皆がん

ばってはいますが、２番手、３番手の研究者も多

くいます。われわれは岐阜大学の名が残るように

あらゆる努力を惜しみませんから、その人たちも

使っていただけるような配慮をお願いします。

本間 名の通った大学は、自分たちはナンバーワ

ンだと思っているかもしれませんが、東京などの

ように人が一杯のところは、逆に情報過多に振り

回されてしまいます。既成事実ばかりが頭にあっ

て、新しいことに取りかかれないということもあ

るでしょう。また、大きな大学は意志決定が遅い

ということもあります。その点、岐阜大学は意志

決定がものすごく早い。決断が早ければ、スター

トダッシュができる。あとはフロントランナーの

地位を維持するようにがんばればいいのだ。そう

考えればいいのではないでしょうか。

杉田 確かにスピードは大切ですね。それを身に

しみて感じるのが産学官連携だと思います。それ

もまた、意識改革の重要な点ではないでしょうか。

それを皆に感じてもらうことが、産学間連携のポ

イントであり、成果でもあるのでしょう。

本間 スピードを求めるとき、ある意味でブレー

キになっているのがお役所であり大学ではないで

しょうか。予算や規則などでなかなか物事が進ま

ない。常に１年、２年遅れることになるから、世

界の中では負ける結果になるのです。大学の独立

法人化のように規制改革を進めながら、産業界の

意見もよく聞くようにしないと、大事なスピードを

止めてしまうことになってしまいます。

青木 大学は岐阜県の産業界の現場をご存じでは

ないので、ある程度は現場を見ていただきたいで

すね。これまで研究１本できて、論文で地位が上

がるシステムできた方に社会貢献をいきなりいっ

てもそれを理解してもらえるか疑問に思います。

今までは大学のために共同研究をしているという

ケースが多いので、これからはそうではなくて、

新技術を生かして新しい産業や新製品をつくるの

だという気持ちで取り組んでいただきたいと思い

ます。

本間 余り大学が熱心だと、民業圧迫になるとい

う議論もあります（笑い）。

青木 そこまではする必要はなく、ある段階でバ

トンタッチをしていただくということで（笑い）。

八嶋 国立大学ですと行政と同じで、かなり縛り

があります。しかし、平成16年４月以降は、国の

施策として各大学が独自性を出せという方向転換

が行われ、各大学がかなりの契約を独自の仕組み

で進める権利を持つようになります。とはいって

も短い間に急にそういうことができるわけではな

いので、今は何をどうするのか、いろいろなシナ

リオを考えながら勉強をしているところです。

本間 混乱しながらも落ち着くところに落ちつく

のがエントロピーの法則です（笑い）。試行錯誤

の中でいい答えが出てくるでしょう。

八嶋 センターとして本当の意味で成功例だとい

えるケースは、これまでにあまりありませんが、

徐々に増やしていきたいと思います。最近、八嶋

が何かカネをもらってうまいことやっている、と

皆に思わせるようになったら勝ちだと思うので

す。学内がそんな気運になってきたら、そのとき

は、しっかりと研究をしてください、そして倫理

観を守ってくださいということをはっきり言うつ

もりです。そうやって皆がうまい話に乗ってくる

ようになれば、皆も努力するようになると思いま

す。大学の教官なんて、私も含めてそんなもので

すから（笑い）。

産学官連携の実態と今後のあり方
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杉田 報酬のルールの中で一番の問題は、知的所

有権活用のルールだろうと思います。キチンとルー

ルをつくりオープンにする。オープンにすること

で、倫理観の問題にもいい方向に働くでしょうか

ら。そのルールづくりに貢献するために、産、官

にはそれぞれどんな強みがあるでしょうか。

青木 そのようなルールができれば、企業として

も官、学に頼む場合、支払い面も明確になり安心

だと思います。しかし、岐阜は中小企業ばかりだ

から、中小に対して厳しいルールはやめて欲しい

ですね（笑い）。

杉田 中小企業でも１番不安なのは、カネがかか

ることよりも、どこがどうなっているのか分らな

いということでしょうか。そこをはっきりさせ、

中小企業の育成や新しいスターターのサポートを

別途に考えることだと思います。産学官連携では

そのあたりがうまく働くような仕組みづくりをし

なければなりません。こう言うと簡単そうですが、

実際の仕組みづくりにはそれなりの現場の知識や

理論構成が必要ですから、容易ではないと思いま

す。

青木 その辺の仕組みの具体化は、工業会の役割

だと思いますので、今、それをどう展開していく

のか論議を始めたところです。具体的に展開でき

れば会の活動も前進します。

杉田 もう１つ大切なことは、成功例をきちんと

作り、それを大いに宣伝することでしょう。

青木 その問題は仕組みづくりの中にも入れてい

るのですが、研究資金の問題は中小にとって大き

いのです。それをどう流してもらえるか、官に対

して期待したいところです。

杉田 別の観点になりますが、ここで人の問題を

考えてみたいと思います。産学官連携にはそれぞ

れの立場の人がいますが、それをうまくくっつけ

るコーディネーターが不可欠だと思います。そう

いう人はどういうところから出てくるのでしょう

か。必要な資質はプロジェクトによって異なるで

しょうし、参加している人のキャラクターや相性

の問題もありますから、なかなか難しい。コーディ

ネーターをどう探すのか、どういう人がコーディ

ネーターにふさわしいのか。その辺はいかがでし

ょうか。

八嶋 コーディネーターの役割には２段階がある

のではないでしょうか。１つはお見合いしてマッ

チングするだけのもの、もう１つは最後の技術移

転まで考えることのできる専門知識を持った人で

す。現在、センターとしては得られた成果が知的

財産に直結するような例は限られています。みな

さんが考えておられるような目利きはおいていま

せん。一般的な柔らかい態度でお見合いの仲人的

なことができ、軽度な科学知識を持っている方を

コーディネーターとして雇っています。

共同研究を１番よくまとめているのは、本学名

誉教授で県の異業種交流のコーディネーターの方

です。その他、トヨタグループの中央研究所の役

員でＴＱＣの本を書いた方とか、いろいろな方が

あります。大学の教官は商店主みたいなもので個

性の強い人がそろっていますから、それにうまく

対応できる能力が大変重要です。

青木 それはネットワークの問題でしょう。ネッ

トワークがしっかりしていれば、企業もどこの大

学や研究機関がいいのか、選ぶことができます。

八嶋 いずれにしろ、ウチのような小さな大学で

も５つの学部があり、さらにその下が更に学科に

細分化されています。したがって、おおまかな専

門性が分るコーディネーターを雇おうとすると、

すごい人数になります。県の研究所は試験だけで
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はなく共同研究も行っているそうですが、その場

合、官としてコーディネートはどのように行って

いるのですか。

本間 「言うは易し、行うは難し」です（笑い）。

われわれのところでは、研究者を他の研究機関

に派遣する方法をとっています。例えばセラミッ

ク研究所に生産情報技術研究所の研究者を派遣し

て、セラミックの人と一緒になって絵付けロボッ

トを開発するような方法です。従来は縦割りの中

で行っていたため横の連携がなかった点を改善し

たわけです。昔は専門分野ごとに行っていればよ

かったのですが、今は技術分野が重なり合ってい

ます。そういう時代に対応した研究開発体制を岐

阜県方式として８年前につくりました。

八嶋 大学もそうあるべきでしょうね。ところが、

プロジェクト研究というような意識が伴わない小

規模な研究はある程度自由にできますが、エンジ

ンとなるようなプロジェクトの立ち上げは、やは

り競争的資金の導入や概算要求が必要となりま

す。国立のままでは限界があると思います。

本間 やはり縦割りはどの社会でもあります。特

に税金で行っていると縦になりがちです。何十年

の歴史の中でできた壁だから簡単には崩れません

（笑い）。壁の間に面白いものがあるのかもしれま

せんが。

青木 まさにおっしゃる通りのことを感じます。

だからネットワークをもっと強め、そのような問

題を絶えず話し合うことが必要なのです。

杉田 そういう縦割りのカテゴリーを崩すきっか

けが産学官連携だとも言えるわけです。役人は縦

割りが好きだから、役人の間だけで考えていても

何も変わらない。それを違う分野の人と一緒に考

えると、これはおかしいのではないかという話が

聞けます。話が元に戻りますが、やはり意識改革

が１つの大きな原動力だということになります。

本間 私はパートナーシップからも、融合から新

しいものが出てくるのだと思います。「連携」を

更に進めて「融合」によって新しいものが生み出

されていくのではないでしょうか。

杉田 「連携」の名前にこだわる必要はないので

すが、要はそれぞれのプレーヤーが自分たちにで

きることを行っていくことが大切だということな

のでしょう。それをいかにうまく組織化できるか。

そこにこれからの地域としての力がかかっている

と思います。

それでは最後に皆さんから一言ずつ。

八嶋 融合センターは８月１日にできたのです

が、本形態のままの組織は、どう長くもっても１

年８ヵ月の命で、平成16年４月１日には別の組織

に変わります。その組織の青写真を描いていると

ころですが、本日頂戴したご意見を生かして、い

ろいろ考えていきたいと思います。私はフュージョ

ンも好きですが、コラボレーションも好きですし、

「共創」という言葉も非常に好きです（笑い）。産

官学が一緒になって新しいものを創造することを

めざして、大学の中で一層の努力をしていきたい

と考えています。

青木 工業会としては平成14年から新しいアドバ

イザー制度を取り入れ、県の研究機関や大学の方

を研究会に迎えました。今後ともご意見、ご指導

をいただき、融合に向けてさらにネットワークを

強めていきたいと思います。

本間 産学官連携がうまくいくかどうかは、相手

の立場に立って自分は何ができるかを考えないと

駄目です。自分中心ではなく、常に相手の立場で

何が求められているかを考えて、物事をすすめる

ことが大事だと思います。

杉田 皆さんからよいまとめをいただきました。

産学官連携は１つのツールであると考えて、ある

意味、余り気張らずに動き出してみることが非常

に大切だと思いました。ありがとうございました。

＜平成14年10月30日収録＞

産学官連携の実態と今後のあり方
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１．はじめに

近年、我が国でも大学の優れた研究成果（大学

の技術シーズ）を民間企業へ技術移転させるため

の議論が本格的になり、政府の施策もそれを具現

化、支援するための法的な整備（大学等技術移転

促進法：TLO法）が実施された。また、革新的な

技術の事業化を目指すベンチャー企業設立の機運

の高まりと、それに対する政策的な支援の充実も

進められている。日本経済が長らく停滞する中で、

新規事業、新産業の創出が熱望されており、その

中で産学官連携はキーワードとなっている。大学

の技術シーズの活用と産学官連携の強化による我

国産業のイノベーション創出力の向上は、日本経

済再生の鍵になるとの期待が強い。特に、産業競

争力強化が重要であるとの認識から、「知的クラ

スター」、「産業クラスター」等、産学官連携によ

る新技術の開発、新製品の開発が政府の施策とし

ても強力に推進されている。しかし、産学官連携

の強化といっても大学改革にはまだまだ時間が必

要であり、一方、日本経済再生を巡る現実の事態

は急を要している。このような状況から、産学官

連携による大学の技術シーズの民間企業での活用

を、早く着実に具現化させていく方法が真剣に問

われている。

このような情勢の中で、大学発の世界的な技術

シーズである新素材「カーボンマイクロコイル

（Carbon Micro-Coil：CMC）の産業界への活用、

普及を目的に、平成11年３月、その技術移転を担

うベンチャー企業として「シーエムシー技術開発

株式会社（CMC Technology Development Co.,

Ltd.：CMCTD）」が設立され、現在、着実な歩

みで４年目を迎えるに至っている。

２．CMCTDの設立経緯

カーボンマイクロコイル（CMC）は、1990年

に岐阜大学の元島栖二教授らによって世界で初め

て開発された純国産の特異な形状の炭素材料で、

既存素材・材料にはないマイクロメートルオーダー

の三次元ヘリカル・らせん構造を持つ炭素繊維で

ある（図１）。CMCは、その形状・形態や電気的

特性、化学的特性、機械的特性等に由来して、電

磁波吸収材、水素吸蔵材、マイクロエレクトロニ

クス素子、マイクロマシン等への幅広い工業利用

が期待される画期的な新素材であり、21世紀の新

しい産業に幅広く活用できる新素材として、国内

外の研究機関及び民間企業から多大な注目を集め

るようになった。

元島教授はこうした期待が高まる中で、平成９

産学官連携による新技術・新商品の開発
～カーボンマイクロコイルの実用化を目指して～

河　邊　憲　次
（シーエムシー技術開発株式会社　代表取締役）
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年秋、「研究成果を早く広く工業利用する」ため

に、多数の学会や団体の協力を得て、カーボンマ

イクロコイル研究会（CMC研究会）を発足させ

た。CMC研究会は、現在、エネルギー、航空・

宇宙、自動車、電機、化学、機械、繊維など約60

社の民間企業、全国の多数の大学等公的研究機関

の研究者の参加で年２回開催され、回を重ねる毎

に活発化している。研究会発足と前後して民間企

業からのCMCに対する興味が急速に高まり、元

島研究室と民間企業との個別的な共同研究の案件

が相乗的に増えることとなった。ところが、元島

研究室から民間企業へのCMCサンプル及び研究

データ等の提供により、企業側での無秩序な特許

出願の問題が生じることとなり、研究成果を民間

企業へスムーズにかつ効果的に技術移転する方策

が求められるようになった。

このような流れの中で、大学の研究者と民間企

業との間に発生するさまざまな問題を解決し、

CMCに関する研究成果を効率的に民間企業へ技

術移転させるTLO（技術移転機関）の役割を果た

すシーエムシー技術開発株式会社（CMCTD）が、

平成11年３月に設立されるに至った。設立にあたっ

ては、元島教授をはじめ元島教授の趣旨に賛同す

る全国の９人の国立、私立大の教官等が共同出資

した。大学発の特定の技術シーズの実用化を目指

す民間のTLOは国内外で極めて珍しく、純国産の

オリジナル技術が軸となったことで、大学発の世

界的な技術シーズの事業化への期待を込め、新聞

等で大きく報道された。

３．産学官連携による新技術・新商品開発

の進め方

3－1 事業内容

CMCTDの事業目的は、CMCの技術開発、技

術移転等を通して、新規産業の育成、技術革新、

経済発展に貢献していくことである。事業内容は、

CMCに係る①技術開発、②技術移転、③基本材

料の製造・販売、④ベンチャー企業支援等、大別

すると４つの業務が中心となる。それ以外に、

CMCに関する情報提供、民間企業に対する技術

的なアドバイス、CMCに関わる大学等の研究者

と民間企業の技術者との交流支援等も行ってい

る。

3－2 公的支援による技術開発

CMCの技術開発・用途開発にあたっては、

CMCTDの設立当初より、多くの公的な支援を受

けている。これまでの代表的なものは以下の８項

目である。

①中部通商産業局　創造技術研究開発補助事業

（平成12年度）

「電磁波吸収用カーボンマイクロコイルの工業

的製造装置の試作に関する研究」

②中部経済産業局　即効型中小企業地域新生コン

ソーシアム研究開発事業（平成13年度）

「CMCを用いた触覚インテリジェントセンサー

の開発」

③財団法人日本宇宙フォーラム　宇宙開発ベン

チャー・ハイテク開発制度（平成14年度）

「CMCを活用した地球観測及び衛星通信用高

性能マイクロアンテナの開発」

これらは、いずれも元島研究室を中心とする大

学等公的研究機関の研究者とCMCTDを含む民間

企業との産学連携又は産学官連携による研究開発

産学官連携による新技術・新商品の開発
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図１　カーボンマイクロコイル（CMC）
＝シーズマテリアル＝



プロジェクトとして実施している。

3－3 民間企業への技術移転（共同研究、特許

管理）

CMCTDの役割の中で特に重点を置いているの

は、産学官連携による共同研究の成果を特許出願

という形で権利化し、それが早く事業化できるよ

う特許管理を進めることである。CMCは工業利

用面での応用分野が広く、特定の企業一社だけで

CMCの用途技術のすべてを実用化・商品化する

ことは困難である。そのため、応用分野毎に商品

化に意欲ある企業での事業化を前提とした共同研

究を進めている。

共同研究の進め方は、それぞれの企業が得意と

する商品化技術とCMCに係る大学の技術シーズ

をマッチングさせることを基本としている。

CMCTDは、大学研究者－CMCTD－民間企業の

三者の共同研究を通して、商品開発に必要な大学

の技術シーズ即ち、CMCに係る研究データ・ノ

ウハウ・情報等を商品化の技術ニーズにマッチン

グするよう提供し、共同研究成果を着実に、また

早期に上げるための大学研究者と企業技術者間の

テクニカルコーディネーションを行う。また、共

同研究の効率的な遂行のためのプロジェクトマネー

ジメントを行っている。

一方、同じ商品開発テーマが同時期に複数の企

業で進行することのないよう、商品化の先行提案

企業に優先権を与え、大学研究者－CMCTD－提

案企業（パートナー企業）の三者で商品開発の共

同研究契約を結ぶことにより、意欲ある先行パー

トナー企業に対してCMC技術の優先使用権と特

許の優先取得権を付与している。また、共同研究

のパートナー企業が何らかの事情で商品化を中止

した場合には、次に続くパートナー企業が先行出

願されている工業所有権を実施できるよう、

CMCTDが特許権の管理と権利の調整を行えるシ

ステムとなっている。

また、共同研究の成果としての特許は、大学研

究者－CMCTD－パートナー企業の三者が共願・

共有する。既に、約40件の特許を共願・共有して

いる。具体的な権利配分は、大学研究者が20％、

CMCTDが40％、パートナー企業が40％である。

これは、研究成果のパイオニアである大学研究者

に権利が発生しないという民間企業の過去の特許

出願傾向を是正し、CMCTDが成果・発明の権利

の調整と特許管理をすることで、関係者の権利の

保護と特許の効率的な管理を行うという考えに基

づいたものである。同時に、民間企業（法人）と

大学研究者（個人・私人）とが特許権を共有した

場合に発生することが懸念される諸問題につい

て、CMCTDが法人・個人の利害を調整すること

も考慮している。

産学連携又は産学官連携による共同研究の成果

としての特許化は、あくまでCMC技術の商品

化・事業化の促進を目的とするものである。特許

が実施できるのは実質的には共同研究のパートナ

ー企業のみであるが、特許の取得だけを目的とす

る、企業の先取的・防衛的な考えでの特許出願を

防ぐ手だても講じている。

研究成果の事業化の見通しや権利配分などが曖

昧なまま共同研究成果の特許出願がなされている

ケースが多い中で、こうした考え方は、大学の技

術シーズを民間企業へ移転するための新しい取り

組みとして注目されている。

４．CMCの事業化構想

前述した通り、CMCTDの使命は、CMCとい

う広く工業利用が期待される大学発の世界的な技

術シーズを、大学研究者と数多くの民間企業との

間に立ち、できるだけ早く商品化化・事業化され

るようコーディネートしていくことである。しか

しながら、CMCは、様々な産業分野での技術革

新の可能性を持つ基本素材（シーズマテリアル）

として計り知れない潜在力と潜在的マーケットを

有するものの、実用化を進めるにあたっては、ど
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の分野からどのような形で着手すべきかが事業戦

略上で最大の課題となる。そのためには、CMC

の諸特性を生かした幅広い用途開発と的を絞った

商品開発を一体化させながら、その事業化を用

途・対象ごとにスピーディーに進めることが不可

欠である。CMCTDは、約60社のCMC研究会会

員企業と多数の大学研究者等の意見を集約し、

CMCの事業化構想を概念図（図２）のように描

いている。

CMCの早期の商品化に当たっては、社会的ニー

ズが高く、商品化への産業界のニーズとマッチン

グし、即、工業利用が可能なCMC材料（ニーズ

マテリアル）の開発が、まず必要となってくる。

例えば、繊維製品の原材料である綿花を例に挙げ

ると、綿花（シーズマテリアル）から中間製品の

糸（ニーズマテリアル）が作られる。糸というニー

ズマテリアルの誕生で生地や衣服（ニュープロダ

クツ）が生産される。このように、CMCという

シーズマテリアルにも、糸の役割を果たすニーズ

マテリアルの開発が早期の商品化では欠かすこと

のできないプロセスである。

こうした視点で、大学研究者－CMCTD－パー

トナー企業が一体となり共同開発した第一弾が、

電磁波吸収材関連企業の潜在需要に向けたCMC

ビーズ（図３）である。CMCビーズは、数ミク

ロンの微細なCMCを直径数ミリメートルの樹脂

ビーズに内包することで電磁波吸収用の充填材や

プラスチック成形加工材の原料として使用しやす

くしたものである。CMC（シーズマテリアル）

では、取り扱い、加工が困難であった技術的課題

を解決し、工業材料として即、利用できるニーズ

マテリアルへと高めることができた。電磁シール

ド材・電波吸収体の市場は現在、5,000億円以上

の市場規模と推測されている。CMCビーズは少

産学官連携による新技術・新商品の開発
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図２　カーボンマイクロコイルの事業化構想

図３　CMCビーズ（樹脂製）
＝ニーズマテリアル＝



量でも電磁波吸収能力が高く、従来の材料では達

成が困難な100ギガヘルツ（GHz）帯の電磁波

（電波）をほぼ100％吸収するという画期的な特性

が確認されている。身近なところでは携帯電話や

医療機器等の障害電磁波防護への応用は勿論のこ

と、今後、GHz高帯域の電磁波の使用が予定され

ている高度道路交通システム（ITS）やビル領域

内無線情報通信網（無線LAN）等への応用が期

待される。現在、CMCビーズに続く第二弾、第

三弾のCMCニーズマテリアルの開発を進めてい

る。

CMCの工業利用は、図２に示した通り、エネ

ルギー、自動車、家電、航空・宇宙、医療機器、

生命科学といったあらゆる産業分野での技術革

新、商品開発、市場開拓に貢献することが期待さ

れている。CMCのこれら様々な用途に対応し、

商品化ニーズのスピードに応えていくためには、

産学官が連携した技術開発システムの構築ととも

に、具体的なCMCの商品化とその事業化を、よ

り効率的に進め、新事業、新産業の創出につなが

る仕組みの必要性が議論されている。

このような中で、ベンチャー企業である

CMCTDが自らの経験を生かした、次なるベン

チャー企業の設立支援を行う仕組みづくりを検討

している。

５．CMCTD型ベンチャー支援

CMCTDは、CMCの技術開発・技術移転事業

を進めていく中で、CMCの基礎的研究から実用

化までの各段階において、産学官それぞれの分野

の数多くの支援者、協力者に恵まれたことを実感

するにあたり、これら支援者、協力者の人的・物

的ネットワークを更に幅広く活用し、新事業、新

産業の創出へと発展させていく仕組みづくりの必

要性を感じている。

その一つとして検討しているスキームが、図４

に示すベンチャー企業設立支援構想である。

CMC技術の事業化に意欲のある大学研究者等を

起業人（アントレプレナー）として、CMCTDが

産学官連携の共同研究・技術開発で後押しするこ

とにより、その成果をアントレプレナーと共に商

品化・事業化へと結びつける仕組みづくりをしよ

うとするものである。具体的には、CMCTDが主

体的責任をとりながら、CMCTDの支援ネットワー

クと連携し、新しいベンチャー企業設立の技術的、

人的、資金的な支援が行えないかと考えている。

CMCTDは大学研究者の技術シーズを基に、国
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や県からの公的支援及び幅広い民間企業の協力を

得ながら、事業化を進めている。そのCMCTDが

次なるベンチャー企業を支援することで、CMC

の幅広い産業利用がスパイラル的に生成発展する

ヘリカル型ネットワークの構築ができることを期

待している。既に、大学研究者及び民間起業人か

らCMCを活用した新しいベンチャー企業設立の

気運が芽生えている。

産学官連携による新技術、新製品の開発が期待

以上に大きな成果をあげ、新規事業、新産業の創

出に貢献できるためには、現行の産学官連携の

様々な形での取り組み、国や地方自治体等からの

公的支援、更にはベンチャーを志す研究者・起業

人、新規事業化に意欲のある既存の民間企業が、

見事なハーモニーを醸し出す産学官連携ネットワー

クの広がりが望まれる。

６．あとがき

シーエムシー技術開発株式会社（CMCTD）を

設立し、事業化へのスタートを切る発端は、

CMC研究開発のパイオニアである岐阜大学元島

教授の「CMCを出来るだけ早く、広く（特定の

企業によることなく）、世の中に役立つ素材とし

て実用化したい」との願いからです。この願いを

込めたCMCTDの設立と事業化には、国・県など

行政の方々、CMCの将来性に期待する企業人、

大学等公的研究機関の研究者など、数多くの方々

から直接、間接の様々な助言、支援、協力をいた

だきました。

CMCTDの岐阜県テクノプラザ（VRテクノセ

ンター）への入居にあたっては、指導いただいた

県の方から、「大きく考えて、（CMCのように）

小さく着手してください」、また、公的支援を受

ける中で、国の行政機関の方々からは、

「CMCTDは、国の施策の前に、既に、素晴らし

い産学官連携のモデルを始めていますね」等々、

CMCTDの事業活動に対して数多くの暖かい、そ

して、心からの励ましの言葉を頂戴しました。ま

た、CMCTD設立前に、既にCMCに係る特許を

出願していた全てのCMC研究会会員企業には、

CMCTDの設立の趣旨を理解いただき、快く特許

の三者共願・共有への手続きに協力をいただきま

した。このような様々な助言、支援、協力をいた

だいた皆様方にこの場をお借りして心よりお礼を

申し上げます。

産学官連携による日本経済の再生はこれからが

正念場を迎えます。CMCTDもパイオニアである

元島教授の願いと多くの支援者の方々の声を大切

にし、自らの事業活動の中で、「産学官連携の輪」

を広げていきたいと考えています。更なるご支援、

ご協力をお願い申し上げます。

最後になりましたが、本誌への寄稿の機会をい

ただきましたこと、関係者の皆様に厚くお礼を申

し上げます。

産学官連携による新技術・新商品の開発
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本稿では、「産・学・官」は、「産・官」、「産・

学」、「学・官」も含むものとする。更に官は、第

３セクターの機関も含んでいる。

産学官連携による産業の振興、特に学の社会的

貢献の発揚が声高に叫ばれ始めてから久しくな

る。その間産官学共に意識が変わり始めた。特に

大学においては、民間への寄与についての意識と

組織が大幅に変容したようである。

1．産学官連携分野

産学官連携は、多くは技術分野のことを指して

いるが、そうではなく、いろいろの分野で、実は

連携がなされており、また必要なのである。

１）製品・技術・サービス開発分野

最も多く語られるのは、製品・技術分野である。

産業界にとって、製造業は、大きなウエイトを占

め、当面の産業振興の目玉になっているからであ

る。しかしこれは、製造業のみでなく、価値を生

産しているすべての分野での産学官連携が必要な

のである。更に第二項の経営管理分野と第三項の

人材育成分野とが、製品・技術・サービス分野と、

ともすると分離して検討されるところに問題があ

る。

２）経営管理分野

経営管理部門の産学官連携は、あまり喧伝され

ていないし一方的な講演・研修程度で推移してい

る。これが大問題である。新製品開発や新技術開

発の成果が企業化され、社会に有効な財として提

供されるためには、企業の経営管理部門の大きな

力が必要であることは自明である。企業は、企業

の利益追求という本来の目的の他に、社会的、環

境的視点を一層強化して企業運営をすることが非

常に重要な時代の要請として位置づけることを含

んだ経営管理をすることが必須となってきてい

る。この面における産・学・官の知恵を絞った対

応が要望されている。

３）人材育成分野

どの分野でも、人材の育成の重要性は叫ばれて

いるし、いろいろの方法・制度で実行されている。

産、学、官相互に人材の養成のため、人を現場に

派遣しそれぞれが有しているものを吸収すべく、

人材育成事業を実施している。特に官からの産、

学への派遣の実績が多くなっている。現状は、

学・官の意識が先行し、産の受け入れ体制の整備

が遅れている。これは、お荷物意識が強いためで

ある。

産・学・官連携はことばのあそびか

佐　竹　一　良
（6岐阜県工業会　専務理事）



2．（社）岐阜県工業会の産学官連携について

6岐阜県工業会（以下工業会という）の産学官

連携の実情について、述べる。先ず工業会の現状

の概要を記する。

１）岐阜県工業会の概要

法人の名称　社団法人　岐阜県工業会

設立年月日　平成６年６月27日（設立総会）

法人の目的　この法人は、岐阜県内に所在する製

造業及びこれに関連する事業者から構成され、

業種、業態などの相違に拘らず技術開発基盤の

整備を目的にして、会員相互の交流、連携を深

め、組織的な事業推進を通じて、地域企業の経

営基盤の強化、技術の高度化及び新製品・新技

術の開発による新規事業分野への進出などを促

進し、もって本県工業の進歩及び発展に貢献す

る。

事業の内容

１．誘致企業と地場産業との交流など企業間に

おける積極的な交流事業

２．加速的に進歩する科学技術に対応し、技術

開発の推進と技術向上を図るための事業

３．技術開発の推進などにより工業振興を図る

ための政策提言

４．関係機関及び関連団体との連携を図り、協

調体制により行う事業

５．その他工業振興を促進するために必要な事

業

参加会員数　（１）正会員　　　168社

（２）賛助会員　　 26社

合計　　　　　　194社（平成14年７月現在）

組織と事業及び推進体制

産・学・官連携はことばのあそびか
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関係機関・団体との強調の推進
地域社会へのアプローチとイメージア
ップの推進
会員の拡大と財務基盤の確立
会員の交流と親睦の推進

総務委員会

長期工業技術発展構想の樹立
研究開発推進に関する関係機関への要
望建議
情報の収集・提供
工業技術及び工業デザインに関する調
査研究

企画委員会

技術開発支援事業
産学官交流事業の推進
高度技術研修支援事業
講演・講習会・シンポジウムの開催
研究会に関すること

技術委員会

国際交流事業
自由化、国際化等世界的な工業課題の
情報の収集

国際技術委
員会

Ｅ－ビジネスの促進
ＩＴ導入に関すること
技術交流に関すること

ハイテク匠
の会

総
　
会

会長
理事
監事

理
事
会



現在の主な活動状況

総務委員会：特別講演会、地域交流会（飛騨、

東濃等）、刊行物の発行（工業会

ニュース等）

企画委員会：県内外企業等との交流・見学事

業、岐大、名工大との連携事業

国際技術委員会：海外における産業の現況に関

する講演会等

技術委員会

技術研究会：環境技術研究会、情報技術研究

会、生産技術研究会、生物・食

品技術研究会

技術交流会：産、官、学の新技術・新製品の

発表と参加者の情報交換会

特別研究会：ＭＶ（空飛ぶ自動車）調査特別研

究会、ロボット試作特別研究会、

超微量物質計測特別研究会

２）アドバイザーとしての学・官の指導

工業会は、上述した組織での活動に学・官のア

ドバイザーをお願いし運営している。具体的に以

下に記述する。

委員会等

１　総務委員会　　　岐阜県セラミックス技術

研究所

２　企画委員会　　　岐阜県生産情報技術研究

所

３　国際技術委員会　岐阜県生活技術研究所

４　技術委員会

（１）環境技術研究会

岐阜大学、岐阜県製品技術研究所、岐

阜県生物産業技術研究所、岐阜県保健

環境研究所

（２）情報技術研究会

岐阜大学、岐阜県生産情報技術研究所

（３）生産技術研究会

岐阜大学、岐阜県製品技術研究所

（４）生物・食品技術研究会

岐阜県保健環境研究所、岐阜県生物産

業技術研究所、岐阜県製品技術研究所

食品ハイテクセンター

5 ハイテク匠の会ぎふ

岐阜大学、岐阜県科学技術振興セン

ター、岐阜県生産情報技術研究所、岐

阜県製品技術研究所 、岐阜県セラミ

ックス技術研究所、岐阜県生活技術研

究所

３）工業会事業（共催事業も含む）の産・学・官

１．総務委員会事業

工業会のニュース、会報誌等は、産・学・

官からの記事を掲載している。更に会員増強

には、官の協力が不可欠になっている。一方

では、他機関の事業推進に対して工業会は、

共催、後援、ＰＲによって協力をしている。

２．企画委員会事業

産学官連携事業として、岐阜大学、岐阜県

との共催で年１回産学官研究協力シンポジウ

ムの開催、名古屋工業大学の研究発表・研究

室紹介事業を共催で実施している。

３．国際技術委員会

本年度は、「中国の産業事情」のテーマの

下に、日本貿易振興会（ＪＥＴＲＯ）岐阜セ

ンターの強力な支援により講演会を業種別に

実施している。

４．技術員会事業

（１）情報技術委員会事業：本年度の事業は、

岐阜県生産情報技術研究所が他県研究所と

共同開発した研究成果を、「デジタルエン

ジニアリングデータの共有と利用技術」の

テーマの下に　実用化を目指した実証化研

究を数社の企業とともに推進をしている。

（２）環境技術研究会事業：本年度は、岐阜大

学と共催での環境フォーラムの開催、更に

「ＬＣＡについて」のテーマの下に産業総

合技術研究所関連機関や岐阜県研究開発財
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団とともに、研修会を開催している。

（３）生産技術委員会事業：本年度は、「ナノ

テクについて」をテーマに岐阜大学、産業

総合技術研究所等の指導のもとに研究会を

開催し、今後の企業展開を模索している。

（４）生物・食品技術研究会事業：本年度発足

した研究会で今後どのように展開するか、

参加企業の情報交換を、岐阜県製品技術研

究所、岐阜県生物技術研究所のアドバイス

を得て推進している。

（５）技術交流会事業：会員企業、岐阜県のす

べての工業系研究所、早稲田大学、ソフト

ピアジャパン等が持っている新技術、新商

品のＰＲを行う情報交換会を昨年から実施

している。大変好評で参加者が増加しつつ

ある。

５．特別研究会事業　

工業会活動や行政ニーズ等のなかから、採

択されたテーマを元に特別研究会を組織し、

具体的研究を進めている。

（１）ロボット開発特別研究会事業

ロボカップ2002福岡・釜山出場と参加企

業の技術レベルアップを目標にして、東京

大学・名古屋大学・岐阜大学の指導の下に

岐阜県科学技術振興センター、岐阜県生産

情報技術研究所、会員企業が共同で二足歩

行ロボットの開発を進めた。本年６月に開

催された前記大会で見事総合優勝した。現

在次の目標をたて、第二期研究会の立ち上

げを準備中である。

（２）ＭＶ（空飛ぶ自動車）調査特別研究会事

業

未来の夢を具体化するＭＶの開発を東海

大学の協力のもとに進めており、1／3模型

による飛行実験に成功している。現在時期

研究に向けて準備中である。

（３）超微量物質計測特別研究会

超微量の環境汚染物質の計測をオンタイ

ム、オンサイトで多成分を同時に短時間で

測定できる装置の開発を、東海大学、分子

化学研究所、核融合科学研究所の指導を得

て、開発研究を実施している。

３．産学官連携の問題点

以上の工業会の実施している産・官・学の共

同・協力等の事業実施状況から、問題点を羅列す

る。

１）情報に対する対価支払い意識の希薄性

従来一般的に形のないものに対価を支払う意識

は、児童・師弟の教育以外に対しては意外に低かっ

た。特に企業においてデザイン料、相談・コンサ

ルタント料等がそうであった。これは、それらの

具体化と成果を得るためには、企業自身に第二段

階の努力を必要とするからでもあるが、その価値

を測る尺度を持ち合わせていないためでもある。

最近は、その意識に変化が見られてはいるが、ま

だまだ希薄な面がある。

２）相互の認識不足と非積極性

それぞれが、一面では、その専門性やネットワー

クに敬意を表してはいるが、他面では、現場を知

らない集団として軽んずる側面があり、産・学・

官の問題点の一面を突いてはいるが、決して問題

解決に繋がらない。１回や２回の接触で遠ざかっ

たり、疎んじたりするのは、大変な損をしている

ことになる。それぞれの有する情報ネットワーク

は、自らとは異なった分野に広がっている。これ

を利用しない手はない。

３）課題設定のあいまいさ

企業は、確かに利益追求の大目的を達成するた

めに、具体的課題設定とそれの解決について、懸

命に努力をしている。しかし意外に具体性に欠け

る場合がしばしば見受けられる。それは、自己分

析が十分でない場合に特に顕著である。そのため

学・官に情報を要求するときに、意外に抽象的に

なり、共同が進まない。

産・学・官連携はことばのあそびか
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４）人、資金提供の低調性

共同事業を進める時に当然必要不可欠な人と資

金の投入姿勢に後ずさりがでてくる。自らも血を

ながし、身を削っても課題解決に努力する姿勢が

なかなかでてこない。すなわち本当の意味での意

欲が感じられない場合が非常に多い。更に権利等

成果の分配若しくは損失の負担を事前に明確にし

ておく必要があり、これらを含めた契約意識に欠

ける。往々にしてこの面をうやむやにして、事業

がなし崩しになる場合が多い。

５）仕事面からの社会意識の希薄性

大学は、学生の教育と研究の遂行との両側面の

仕事をすることが任務である。後者の研究の成果

の社会還元に対する意識が非常に希薄であった。

最近大学の産業振興への役割分担が大きく叫ば

れ、大学の体制も大きく変わりつつある。しかし

それをすべての分野ですべての大学研究者に求め

ることは、必要ではない。むしろ大学研究者の研

究を評価する立場の者が社会意識を踏まえて研究

を評価することが重要なのである。官においても

産においても同様のことがいえる。

６）専門分野の特化性と狭隘性

大学研究者が専門分野に特化しているためその

狭隘性を揶揄する言があるが、それは間違いであ

る。大学でこそ企業ではできない分野を深く掘り

下げて研究を進めて行くことができる。問題なの

は、それを他分野と連携させて成果を一歩産の方

へ近づけるコーディネーターの欠如にある。これ

が学内外に存在することが非常に重要であり、最

近大学内にも民間人の有識者を配置し、対応姿勢

を固めつつある。この機能を強化し、大学研究者

は、その業務に一層の理解を示すことが切望され

る。官においては、この分野での機能発揮が大き

く期待される。

７）評価の課題

大学研究者が、その独創性・研究成果を、学会

の学術誌に掲載を許された論文数により、評価さ

れ、それにより次へのステップとなることは、そ

れなりに意義がある。しかし、産業界に対して実

効ある指導を実施した場合の評価はどうなってい

るのであろうか。これを無視した評価で大学が運

営されれば、大学の産学官連携の掛声も声だけに

なってしまうのではないか。官においてもこの側

面からの評価システムが十分整備されていない。

８）現場の認識不足

それぞれの現場を、それぞれが訪問しそれをよ

く知る機会が非常に少なく課題設定に全く検討は

ずれの場合がある。現場はもっと現実的であり、

特に学の仮定の多い美しい理論は、現場で検討に

合わないものが殆どである。現場主義を徹底すべ

きである。又それぞれの事業の宣伝を大いにすべ

きある。

９）平等の原則の確認

大学の教官は、常に指導者であり、産・官は、

指導すべきものであり学ぶもの、得るものは、少

ないという考えが、学のみならず、産・官にもあ

りはしないか。実際はすべての分野でそうではな

く、相互に得るものはたくさんあると考える必要

がある。

平等の原則を貫くことは、産学官連携を推進す

るためには、最も大切な原則である。目標にたど

りつくためには、任務分担の軽重、課程での上下

関係はあってもあくまで平等である認識を持たな

いとその目標を、達成することができない。

10）事業の具体的推進の核の選定

更に共同で事業を実施するときの核の選定につ

いても、非常に重要な事項であり、これを誤ると

座礁する。

4．産学官連携の効果的推進のための提言

基本的には、産学官とも意識改革が必要なこと

は、言うまでもないが、うまい水を如何にして飲

めるようにするか（牛込会長）が、重要なポイン

トである。そのために産学官とも、個別にあるい

は共同で努力をしてはいる。それらの努力の実効
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を挙げるために、次の提言をする。

１）産学官共同の大規模な恒常的なイベント事業

の開催

いろいろな団体で実施されている産学官連携の

推進事業を一元化して効果の倍増を図る。

２）産学官共同推進のための広域情報ネットワー

クの確立

それぞれの持つネットワークをできる限り更に

ネットワーク化を図る。

３）産学官共同推進のための推進母体の設立

大所高所からあらゆる視点からその推進を図る

母体を整備する。

４）個別企業にたいする産学官連携推進体制とそ

れの支援制度の一本化

新しい時代では、新たな視点で産学官連携の下

に、個別企業に集中的な新分野・新製品・新技術

の開発を促進する制度を創る必要がある。これは、

現行制度の中でも十分に実行できるかもしれな

い。

おわりに

工業会は、これらの問題に対処するために多種

多様な事業を遂行している。近年の不況により、

多くの企業は、有用な事業に参加する意欲を失い

つつあるが、今こそ苦しくても投資と考え行動す

る必要がある。新たな日本経済・文化の発展のた

めに、産学官の積極的な活動が期待される。

産官学融合への新しい試み
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現在、産官学連携と大学発ベンチャーに注目が

集まっています。しかし、幾つもの問題点が浮上

してきています。それらを列挙すると「表」のよ

うになるでしょう。

問題点はまだまだあると思いますが、紙面の制

約上、今回は以上の問題点に触れてみましょう。

わかりやすいように、問題点につけた�～�の番

号順に述べていきます。

①産官学連携は「手段」であって「目的」

ではない

まず最初に明確にしておかなければならないの

は「産官学連携は成果を生み出すための手段であっ

て連携そのこと自体が目的なのではない」という

ことです。

産官学連携の「成果」としては、新たな共同研

究のスタートであり、新素材、新技術、新工法、

新用途の発明開発であり、新たな産業分野の創出

であり、大学発ベンチャーの設立などでしょう。

さらに「産」と「学」との間で研究者や学生の相

互交流が活発になり、その結果が「産」と「学」

に反映され、双方のレベルが相乗効果を伴って向

上していくことも同時に期待されています。

しかし、あまりにも「産官学連携」が重要視さ

れた結果、この三者が連携しさえすれば、「必ず

成果が生まれる」と単純に信じ込んでしまう人た

ちが現れてきました。連携の形式を整えることが

優先し、「どのような連携が最適なのか？」とか

産官学連携と起業支援　その問題点と解決策

小 久 保　　達
（岐阜大学産官学融合センター客員教授

1創業開発研究所代表取締役）

�手段である「産官学連携」自体が目的化しつ

つある。

�ここでも「箱モノ優先」から脱却できないで

いる

�「異業種交流会ブームでの失敗」と同じ轍を

踏みつつある。

�「学」には「自己への過大評価」と「他者か

らの過小評価」のズレがある。

�「起業支援の自己矛盾」を乗り越えることが

できないでいる。

�「連携」に対しては「過小評価」と「過剰期

待」が混在している。

�「大学発ベンチャー」と「大学ベンチャー」

とが混同されている。

�「玉石混淆の起業希望者」を選別する基準が

確立されていない。

�「企業の新規事業開発」と「ベンチャー起業」

とが混同されている。

�「未婚者」が「結婚と子育て」をアドバイス

するおかしさに気づいていない。

�「優遇策」が「依存心」を増長していること

への反省がない。



「連携の成功要因と失敗要因は何か？」という基

本的な考察が省略されたままになってしまってい

ます。中には連携がスムーズに進まない現実には

触れずに、「連携の必要性を唱えている」だけで

「連携が進展しつつある」と錯覚してしまってい

る人も少なくないようです。

②「箱モノ優先」から「専用サイト先行」

へ

それ故に、産官学連携は「連携を希望する人た

ちのリストを作成する」ことから始まり、「一堂

に会するイベントを開催する」などのプロセスを

経て、やがて「専用の施設を造る」ことに落ち着

きます。こうして産官学連携も行政主導になると

「箱モノ」が先行するようになっていきました。

これも「連携自体が目的化している」ことの現象

の一つでしょう。

産官学連携ならそのための施設はあまり重要で

はありません。もちろん最新の設備、最先端の機

器、豊富な資料などは、無いよりは有った方がい

いのでしょう。しかし、既に有る施設の間借りや

転用でも実はそれほど支障はないものです。

産官学連携のために、どこにどのような専用施

設を造ろうとも、それはその場所に縛り付けられ

てしまいます。「連携」の組合せが定まってから

は、決まった施設で研究、開発、事業化に取り組

むことになりますが、それ以前の「連携相手を探

し求める」段階では専用施設などは全く不要で

す。

産官学の三者がそれぞれに「最適な連携相手と

出会う」ために、いま一番必要なものは専用のイ

ンターネットサイトではないでしょうか。「連携

を求めている人は誰なのか？」「その人はいまど

こに居て何をしているのか？」「その人が求めて

いる連携内容は何か？」

連携を求める人の誰もが会いたいと願っている

人に関する欲しい情報の全てを自分のパソコンか

らいつでも自由に検索できるサイトです。連携を

求める人の誰もが会いたいに人に知って欲しい自

分の全情報を自分で自由にいつでも登録できるサ

イトです。そんなサイトを仮に『産官学連携・誰

でも何でもサイト』と名付けましょう。

この種の登録サイトの実効性は登録者数の増加

に伴って幾何級数的に増大していくものです。

100人しか登録されていなかったサイトが10000人

の登録者に増えたとき、その実効性は単純に100

人の時の100倍になるのではなく1000倍、10000倍

にもなり、急激に実効性が高まっていきます。そ

してそのことがさらに登録者増を生み出し、さら

にそのサイトの実効性を高めていくという好循環

の波に乗っていくことになるものです。

その参考例としては全国の小中高大別に登録窓

口を設定し「同窓生」という共通項で「出会いの

機会」を提供している『この指止まれ』というサ

イトが挙げられるでしょう。1996年５月にスター

トし、現在（2002年末）では225万人を超えてい

ます。

いま各地で『産官学連携を推進するサイト』が

開設されているようですが＜専属の担当者がデー

タを入力する仕組み＞である限り実効性は生まれ

てこないものです。連携を求める「産」と「学」

の「氏名」「経歴」「所属」「連絡先」などは第三

者が代わって登録することは簡単ですが、「自分

の研究分野」「現在までの成果」「その将来性」

「当面の課題」「求める連携内容」などは常に刻々

と変化していくものですから、「産」も「官」も

「学」も、連携を求める当人が自分でこの『産官

学連携・誰でも何でもサイト』にアクセスし、登

録内容を直接更新していくことが不可欠です。

③成果を生むのは「異業種交流」ではなく

「同目標交流」

「産官学連携」は昔ブームになった「異業種交

流会」とはまったく異なるものです。しかし、多
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くの異業種交流会と接してきた人の中には「どこ

か似ている気がしてならない」という想いを抱い

ている人が少なくありません。

その昔（年代を特定しないのは現在も続いてい

るからです）日本中に異業種交流会が誕生しまし

た。最初は各地の「官」が地区内の「産」に呼び

かけ、「官」主導で始まりました。やがて、その

中の参加者達が「官」製（事務局が役所内のこと

が多かった）であるが故の制約を嫌い自由な活動

を求めて「産」だけの交流会が生まれました。そ

して、その興隆に目を着けた新聞社、出版社や一

部の企業が「会費で稼げる事業」としての異業種

交流会を主宰するようになって現在に至っていま

す。

では、異業種交流会の参加者は「成果」を得ら

れたのでしょうか？　主催者側としては「成果」

を誇るでしょうが、参加者の殆どは「知人が増え

た」「他業種のことが判った」「知り合ったことが

きっかけで取引が生じ多少はいまの商売に役に立

った」という以上の「満足」は得られなかったの

です。そうなるのは当然でした。なぜなら「異業

種の人たちが交流すれば何か上手いビジネスの種

が得られるかもしれない」という期待は高かった

のですが、それだけのことで「ビジネスに結び付

く種」が生まれることはなかったからです。

それでも異業種交流会が無くならないのは、中

には本当に「成果」を生み出す実例が新聞や雑誌

で紹介されるからです。しかし、その「成果」を

生み出した幾つかの交流会を検証してみると、意

外な共通項に気づかされます。

それは「異業種交流会」と名付けられてはいて

も、その実態は「同目標交流会」だった、という

事実でした。「同目標」とは「共同で何か儲かる

新製品を開発しよう」という漠然とした「目的」

ではなく、「○○分野で◇◇の問題を解決する商

品を開発しよう」というように具体的な同じ目標

の下に集まることです。

対象とする分野を絞り込み、そこでの「目標」

を明確に掲げ、「参加企業の得意技を結集し１社

単独では為し得ない高い目標に挑戦する」という

「方向性」にも賛同する企業だけで構成された交

流会だったからこそ「成果」を生み出すことがで

きたのです。

しかし、殆どのメディアは、それを単に「異業

種交流会」という枠組みに当てはめ、「成果を出

している異業種交流会もある」という報道を流し

続けてきたのです。かくして「異業種交流会を結

成すれば何かが得られる」「異業種交流会に入れ

ば上手い話にありつける」という幻想が残っていっ

たのです。それは、いまの「産官学で連携すれば

何かが得られる」というのと同じパターンに見え

る人が少なくないのです。

④「〈学〉のレベル低下」からの脱却は

「〈学〉の自立自営」以外にはない

いま「学」に関する悲劇の一つは、大学人は自

分自身を「高いレベルにある」と「過大評価」し

ている人が多いことではないでしょうか（もちろ

ん全部ではありません）。「産」からは自分が想像

も出来ないほど「過小評価」されていることに気

づいていない人が学生にも教官にも多いのではな

いでしょうか。いま「産」の本音は、反感を恐れ

ずに率直に言えば「日本の大学は教官も学生もレ

ベルが低下してどうしようもない状態にまでなっ

ている」というものでしょう。

しかし、それを当の「学」の教官や学生に直接

ぶつけることはありません。日本では他人の「能

力不足」や「努力不足」については「本人の自覚」

を待つのがマナーであって、それを指摘すること

さえタブーになっているからです。ましてやそれ

らの教官や学生を「批判」し「一層の努力を要求」

したら、そのことだけで非難されてしまうので

す。

なぜ「教官」のレベルが低下するのでしょう

か？　原因の一つに「競争原理が働かない」こと

があるのは今さら指摘するまでもないと思いま
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す。

企業がお客の要望に応えられない商品を売った

ら、たちまち「あなたの商品は質が良くない」

「価格に見合う内容ではない」「金返せ！」「世の

中をなめるなよ！」という厳しい反応が浴びせら

れます。だからこそ、そういうことにならないよ

うに顧客の果てしない要望のエスカレートに何と

か応えようとしていくことによって、商品の質が

向上し、結果として企業も強くなっていくので

す。

ところが「学」は「お客が一切クレームをつけ

ない」特殊な社会です。学生は、教官のレベルが

低ければ授業をさぼり、出席しても居眠りや他の

ことをすることはあっても、その教官に向かって

「先生のレベルが低いから面白くない」とは決し

て言いません。「言えない」のではなく「言わな

い」のです。言ったところで損になるだけだから

です。せいぜい「先生の授業は私には難しくてつ

いていけません」という皮肉を言うくらいです。

ところが普通の企業ではマイナス社員がいれば

上司が注意する前に同僚たちが「指摘」し、当人

に「注意」します。「あんなのが同じ職場にいた

ら損だから」という認識があるからです。そして、

会社が当人に解雇を勧告する前に「同僚たちの冷

ややかな処遇」と「当人の自覚」によって居たた

まれなくなって消えていくものです。こうして企

業は自社のレベルが低下するのを自衛していきま

す。

ところが「学」ではどうでしょう。国公立だけ

でなく私立でさえ「レベルの低い教官が周囲に溢

れている」ことは、その同僚教官にとって「私は

ましな方だな」という安心感の拠り所にもなって

いますから「お互いの切磋琢磨」は持続されなく

なってきていきます。

サービス業としての「学」のレベルを向上させ

るには「質の向上なしには生活の保障はない」状

態にすることでしょう。そのためには「学」をい

ままでのような「ぬるま湯状態」を維持させてき

てしまった一切の「補助」「保護」「保証」「優遇」

「外部からの不可侵」などの「甘え」を排除し、

「自立」させることが必要ではないでしょうか。

以上のことは私が言うのではなく、はるか昔か

ら指摘されてきたことです。それでも今日まで

「自立」させられないでいたのは「強くなってき

たら自立させる」という間違った「親心」です。

「親に甘え続ける子は親から突き放さない限り強

くなることはない」のです。親のほうが「強くなっ

てから自立させよう」と思っている限り子供が自

ら自立することはありません。実は「自立させる

から強くなる」のです。

⑤「依存心」を助長する「起業支援」か

「自立心」を育てる「起業促進」か

「学」に「自立」が必要なように、産官学連携

によって誕生する起業家にも「自立」は不可欠な

要素です。連携の成果を確実なものにしていくた

めにはベンチャービジネスに挑戦する起業家を支

援することは確かに重要でしょう。事業化資金の

低利貸付、インキュベーション施設への優遇入居、

ＶＣからの出資、行政からの特典付与など、起業

支援のための制度は多岐に渡って創り出されてい

ます。

しかし、それらの「起業支援」をアテにする者

が起業家として成功することはないのです。「官」

が「起業支援」を提唱するほど、起業家には「依

存心」や「甘え」が生じてしまいます。これが私

が創業開発研究所を開設した17年前から一貫して

指摘してきた「起業支援の自己矛盾」なのです。

でも、日本再生のためには産官学連携を促進し

て新産業を創出し、大勢の起業家を輩出し、元気

で将来性のあるベンチャー企業が無数に誕生させ

ることが重要です。起業家に「依存心」を抱かせ

ることなく｢起業家精神｣を強化させるには「自立

心」がその要になります。そのためには「支援」

を「促進」に切り替えることです。
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「支援」はサポートすることです。手伝ってあ

げることです。優遇してあげることです。「支援」

は「○○したらご褒美をあげるよ」とか「困った

ら助けてあげるよ」ということになって、どうし

ても「依存心」を煽るだけになってしまいます。

これに対して「促進」は「自分からその気になる

ように環境を整える」ことです。

産官学連携で最も効果を発揮する方法は、意外

にも「大学の卒業証書の発行を廃止する」ことか

もしれません。そもそも「学問」にも「研究」に

も「卒業」などという区切りはない筈です。「卒

業証書」を発行しようが発行しまいが、その人が

身につけた「修学レベル」や「研究レベル」に違

いはないはずです。

「○大卒」というレッテルが貼られていなけれ

ば、「産」は学生の実際のレベルを見極めなけれ

ばなりません。そうなると、学生は支払う授業料

に見合わない大学には行かなくなるでしょう。た

とえ入学した大学であっても「出席するだけ時間

の無駄」な教官を選択する学生はいなくなります。

これで「競争原理」が作用して授業料に見合わな

い大学は消滅し、レベルの低い教官も淘汰されて

いきます。

いま現役の大学生たちに「卒業証書を廃止し企

業の採用は人物本位になり大学卒を問わないこと

になった」と宣告したら、果たして何％がその大

学に通い続けるでしょうか。

卒業証書が就職のパスポートだった時はブラン

ド力のある証書でありさえすればその中味を問わ

なかった学生も大学に授業料を支払うからにはそ

れに見合うだけの「成果」を生み出す内容を要求

するようになります。「自分のレベルアップのた

めにはこの大学で学ぶことは必要だ」と学生が本

気で期待できる大学以外は学生が激減してしまう

でしょう。

それでは、学生たちは大学には行かずに「遊び

惚ける」ことになるでしょうか。私は、逆に真剣

になって「自分の向上に役立つ」ものを求めるよ

うになると考えています。学生は大学にも教官に

も「質の向上」を求めて止まなくなるのではない

でしょうか。学生が大学で「卒業証書獲得のため

でなく自分の向上のために勉強する」ようになれ

ば、「修学期間」が過ぎてその大学から出て行く

とき、果たして何％の学生が「企業に就職する」

という選択をするでしょうか。実に興味が湧き上

がってきます。

いままでの卒業証書という「虚構の証明書」に

しがみついていた人たちで溢れている企業への就

職という選択をする人は極端に少なくなるのでは

ないでしょうか。「就職するより起業したほうが

得だ」「どうせ就職するなら短期間で起業できる

チャンスのある企業にしたほうが得だ」という進

路を多くの学生が選択するようになったとき、起

業する学生や社会人は飛躍的に増加するのではな

いでしょうか。

企業にしてみても「一生この会社にしがみつい

ていたい」という学生よりも、「起業できるだけ

の経験が積めること」を求めて入社してくる学生

のほうを歓迎します。こういうことこそが「起業

を促進する仕組み」と言うのではないでしょう

か。

「起業支援」のための優遇措置や施設の建設に

は膨大な税金投入を必要としますが、「卒業証書

の廃止」には１円もかからないのです。「産」「官」

「学」が同時に決断しさえすれば明日にでも実行

可能なのです。紙面が尽きてしまいました。�～

�についてはまたの機会に述べることにします。
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大学からみた産官学連携強化の社会的背景

岐阜大学の目標は、「地域に根差し、地域に開

かれ、世界を目指して地域に貢献する大学」であ

る。「地域社会への貢献」が最も重要なキーワー

ドの１つであることがわかる。岐阜大学において

平成12年７月に実施した産学官連携意識調査結果

によれば、回答率わずか18.6％ではあるが、総回

答数の85.7％の教官が、「岐阜大学と地域との連

携をさらに強化すべき」と回答している。

平成７年の科学技術基本法の整備以降、第２期

科学技術基本計画整備までの制度改善により、国

家公務員である国立大学教員が、企業の研究開発

に係わる兼業や技術移転、研究成果活用のための

民間企業役員兼業等の産学連携活動への対価とし

て個人的な収入を得ることが初めて許されるよう

になった。大学には、産業経済的貢献という新た

な公的責任が付加され、大学教官が産官学連携に

コミットすることとなった。社会は大学に期待し、

多額の資金を投入して支援しているから、その責

任が果たせないと、その集団（大学）は十分な活

動ができなくなる。したがって、今後の技術移転

時代においては、社会のactive playerである大

学が十分に活動できなくなると、地域社会システ

ムの効率が悪化することになる。

一方、国立大学の独立法人化は2004年度からで

あるが、独法化が実施されれば、各大学は研究資

源と成果を経営的に積極的に役立てるため、組織

的な産学連携を実施するようになり、各々の教官

が日常的に産学連携に係わるようになる。独法化

が実施されれば、大学の研究資金獲得が外部資金

型（extramural）になる。特許は原則として組

織有となり、大学として特許の様々な活用方法が

図られなければならない。

大学と産官の関係を市場原理に置き換えると、

つい最近まで、大学は一方的に、産官に物（卒業

生と研究成果）を提供してきた。つまり、「産官

の考え（不満、不安も含む）や要望を聞かなかっ

た」→「どんな卒業生や研究成果を提供すれば、

産官が満足するかに全く無関心であった」。右上

がり経済のなかで、大学側が学生を送り出し、研

究成果を移転する産官を選ぶことができた。した

がって、「需要と供給のアンバランスで、供給側

の大学が圧倒的有利であった」→「産官のニーズ

を知る必要はなかった」。しかしながら、右上が

り経済が終わり、大学の社会に対する公的責任の

説明が求められている現状では、供給者側が圧倒

的優位の時代は長くは続かない。特に、他大学が

圧倒的な供給源になると、岐阜大学の優位性は全

くなくなる。したがって、有名大学ほどneedsが

産官学融合への新しい試み

八　嶋　　　厚
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集中すると認識すべきである。勝ち組となるため

には、産官学連携を強化する必要がある。大学は、

品質保証された商品を顧客である産官（学生が顧

客の場合もある）に供給している。大学の供給す

る商品は、例えば、１）学生を顧客とした「教育

と施設」、２）官民を顧客とした、「リカレント教

育、リフレッシュ教育と施設」、３）産官を顧客

とした「卒業生としての学生」、４）官民を顧客

とした「研究と研究者」、などである。これらの

どの品質保証が欠けても、「すべてが駄目」的な

判断をされる。岐阜大学が産官学連携の勝ち組と

なるためには、これらの商品の「品質保証」が何

にもまして大切である。

産官学連携はなぜうまく行かなかった？

岐阜大学における産官学連携を顧みると、「十

分な外部資金の獲得ができなかった」、「大学シー

ズが特許化されてこなかった」、「大学シーズと産

官ニーズのマッチングがうまくなかった」等の現

状把握ができる。それでは、なぜ産学官連携はう

まく機能しなかったのであろうか、大学における

将来戦略策定のためにも、地域共同研究センター

（平成14年７月までの組織）を中心とした原因を

明らかにしておく。

１）センター組織の問題

平成12年度までは、センター長と専任助教授だ

けで組織されていた。専任教官は、定期的な既設

連携事業の連絡事務に忙殺されていた。また、技

術相談窓口が不明確であるとともに、技術相談に

対するアフタケアが不足していた。また、リエゾ

ン部門とプロジェクト研究部門の明確な組織分け

がなかった。本来なら、リエゾン機能（学外との

連携と学内への提言活動）、プロジェクト研究機

能（研究開発、企業化支援）、機器運用機能（セ

ンター機器および学内共同研究施設の運用）、と

いった明確な役割分担をもった組織が必要であっ

た。もちろん、産官学連携の関する契約事務機能、

技術移転機能も必要である。

２）センター施設の問題

地域共同研究センターは柳戸キャンパスの北東

端部に位置し、学外からのアクセスが難しい。セ

ンターへの来学者専用端末が未整備なので、教官

とのマッチングに必要な情報を迅速に得ることが

できない。センター内は、土足厳禁としており、

明らかに産官に対するホスピタリティが欠落して

いる。学内の他の共同利用施設では、土足OKと

なったところが多い。

３）学内組織の問題

学内において、ほとんどの教官が、センターの

存在意義を認識していなかった。明らかな広報活

動の不足である。これまでの産学官連携は、個人

のパイプで可能という教官の認識が強かったため

と考えられる。また、ほとんどの教官が、各種助

成制度への応募に消極的であった。さらには、産

学官連携によるインセンティブ（個人的利益）に

対する無関心、嫌悪感（大学の公人としての）、

予算配分の不公平感などが挙げられる。また、県

内の多くの企業からの声として、卒業生に対する

フォローアップの不足がある。「東大や京大の先

生方の方が熱心なフォローアップをしているよ」

という声である。

４）学外組織の問題

県保有のリエゾン・オフィス機能との差異が明

らかとなっていないので、産業界からの問い合わ

せ窓口が複雑となっていた。県が収集している地

場産業ニーズデータの入手が困難であった。大学

の敷居が高いとする認識（企業のニーズレベルと

教官シーズレベルに隔たりがあるとの先入観）が

あった。
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産官学融合への新しい試み

１）産官学融合センターの設置

上記の問題点を解決し、産官学融合による地域

と大学の活性化を促進する目的として、産官学融

合センターが平成14年８月１日に発足した。「産

業界、行政および大学のコラボレーション」を目

指している。３者は、チームやパートナーといっ

た水平的協力関係を保ち、持続的なイノベーショ

ンを共創（コラボレーション）することによって、

地域の活性化に寄与しなければならない。

従来の地域共同研究センターとベンチャービジ

ネスラボラトリー（VBL）が統合し、新しい組織

となった。この統合により、従来の地域共同研究

センターが果たしてきた「大学と地域を結びつけ

るリエゾン機能」、VBLが果たしてきた「大学シ

ーズを用いて企業化促進を図るインキュベーショ

ン機能」が１つになるとともに、総務部研究協力

課職員をセンター内に配置することによって、

「契約事項に関する大学の迅速で・柔軟な対応を

お約束する契約事務機能」も果たすことができる

ようになった。これら３つの機能に加えて、「大

学の知的財産の発掘・管理・技術移転を促進する

TLO機能」を新たに設けることによって、ワンス

トップ・ウィンドウ（総合相談窓口）を形成して

いく。TLO機能の組織設計については、現在検討

中である。センターの概念図を図－１に示す。

概念図に示された各機能は、以下の通りであ

る。

リエゾン機能：学外ニーズと学内シーズの橋渡

しをして、技術相談や共同研究等の推進を図る。

この実務には、産官学からのコーディネーターが

大学職員との連携によって対応する。平成14年11

月現在、９名のコーディネーターが業務にあたっ

ている。コーディネーターによるリエゾン業務に

より、民間等との共同研究が激増している。図－

２に共同研究件数の近年の推移を示す。共同研究

数は順調に増加傾向を示しているが、平成14年度

は４－10月の期間ですでに110件を数えており、

昨年度までの２桁に比べて大幅な件数増が見込ま

れている。

インキュベーション機能：学内の研究成果の実
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図１　岐阜大学産官学融合センター概念図
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用化を促進する。具体的には、VBL内施設の利用

と学内研究助成に基づく研究を支援する。

TLO機能（予定）：学内の知的財産のライセン

シングとそれに基づく技術相談、技術移転を推進

する。また、学内外への特許教育の充実を図る。

契約事務機能：共同研究等の契約や学内研究助

成制度の事務を扱う。上記３機能との連携を密に

して、契約等の事務の迅速化を図る。

大学の「知」を有効に活用し、産官学の連携の

もと地域の活性化と大学の外部資金獲得が必要で

ある。この趣旨のもと、文部科学省では来年度の

概算要求として数十の大学に「知的財産本部」を

設置することを目指している。独法化後の大学組

織の中では非常に重要な組織となる。文部科学省

が描いたイメージは、学長もしくは副学長のもと、

共同研究センターと研究協力課と連携をとるといっ

たものである。本学の融合センターは、文部科学

省の描いたイメージとは異なり、４つの機能を融

合した斬新なものである。独法化後は、TLO機能

を内部に組織し、「知の創出」→「知的財産化」

→「知的財産による外部資金獲得」→「新たなる

知の創出」といったイノベーション・サークルの

構築を目指す。産官学連携に関する事柄のすべて

は本センターが窓口である。岐阜大学の“よろず

相談所”としてお気軽にご利用いただきたい。

２）センターの取組

産官学融合センターでは、岐阜大学の「知」を

利用した地域の活性化に向けてさまざまな事業を

展開している。従来よりセンター主催で実施され

てきた、客員教授による「リフレッシュセミナー」、

「高度技術研修会」、「産官学研究協力シンポジウ

ム（岐阜県、岐阜県工業会との共催）」に加えて、

次のような事業がある。

a）地域交流協力会

岐阜大学と地域産業界とのパイプを太くするた

めに、平成13年５月に設立した。本会は、岐阜県

内を中心に約200の企業・団体による会員で組織

され、学外から岐阜大学を支援しながら大学の技

術シーズの活用を進めている。協力会会員へは、

ホスピタリティ（もてなしの心、接触力）、エン

ターテイメント（演出力）、プリバリッジ（特別

待遇、提案力）を提供しなければならない。大学

は会員のことをよく考えて行動していると思いこ

んでいるが、本当は、会員のことよりも自己の都

合を優先していることの方が圧倒的に多い（大学

がかってに考えた講習会やセミナーだけを開催し

ている）。このようなことが無きよう、毎月学内

において協力会運営委員会を開催し、会員を感動

させる究極のサービスに努めるとともに、リピー

ターの確保を目指している。

b）技術交流研究会

本学教官主導による技術交流会を設置してい

る。産官学連携の場として、現在21の研究会が活

動している。平成14年度は、交流協力会の希望に

より新たに５つの研究会が立ち上がった。

c）ラボツアー

産官学の連携促進を目指し、岐阜大学の研究・

技術情報を公開する「ラボツアー」を開催してい

る。平成14年８月には、工学部を対象として、各

学科１研究室、計９研究室を公開した。産官より

55名の参加者があった。他学部も含めた継続実施

の希望者が多数であった。本年度は、12月に農学

部において第２回を開催する。

d）産官学ふれあい道場

ラボツアーとは全く正反対に、個別に企業等の

技術・話題を岐阜大学内で展示・発表していただ

くことによって、岐阜大学や岐阜県関連機関との

交流を深めるとともに、最近の研究・技術課題に

ついて意見交換や共同研究等の検討をしていただ

くことを目的としている。平成14年度は、11月に

太平洋工業1の協力を得て開催する。

e）重点研究公募制度

インパクトのある大きな成果を得るためには、

テーマを絞って重点指向で研究経費を投入するこ

とが必要である。センターでは、本学の教官を対

産官学融合への新しい試み
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象に、次の２種類の助成を行っている。

◇革新的なプロジェクト研究助成制度：対外技

術移転や共同研究を実施できる研究テーマに

助成（最高額1,000万円）、平成14年度は４件

採択。

◇産官学共同研究マッチングファンド制度：研

究成果に基づく製品化・事業化を可能にする

学外との共同研究テーマに助成（最高額500

万円、共同研究機関も同額負担）、平成14年

度は３件採択。

f）岐阜大学研究者情報集（シーズ集）の発刊

約750名の教官の研究情報を収録した冊子を本

年度中に整備・発行する。冊子はカラー刷りで、

産官の皆様への相談分野が記載されているだけで

なく、教官の顔写真、共同研究希望分野、主な保

有機器・装置および技術移転の可能な特許・ソフ

トウェア等の情報が含まれている。

おわりに

「地域の活性化なくして、岐阜大学の活性化は

あり得ない」このスローガンのもと、産官学融合

センターのメンバーは活動している。センターの

顧客は、官民のみならず学内の教官でもある。顧

客満足を第１としたCS推進型センターを目指し

ている。

地域の皆様方、どうぞ岐阜大学をご利用下さい。

岐阜大学の教職員の皆様、どうぞ産官学融合セン

ターをご利用下さい。皆様方からのお問い合わせ

をお待ちしております。
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※本稿は、経済産業省の見解ではなく筆者の個人

的見解に基づく一考察であることを申し述べて

おく。

１．はじめに

日本経済は、東アジア諸国からの猛烈な追い上

げにより、競争力が著しく低下しているといわれ

ている。ＩＭＤ「World Competitiveness

Yearbook 2002」によれば、我が国の総合競争力

は1991年の１位から、2002年には30位に大きく低

下している。しかしながら、科学技術においては、

1994年に米国に１位の座を奪われたものの2000年

までのデータでは、依然として２位を維持してい

る。この科学技術の競争力を活かして、日本経済

の再生を目指すべく、政府においては、知的財産

戦略大綱の策定、バイオテクノロジー戦略大綱の

策定等、科学技術を産業に結び付けていくための

様々な政策が展開されている。

こうした流れの中で、2001年の全国工業立地件

数はバブル期（1989年）の約４分の１、全国製造

業の事業所数・従業員数が1996年から1999年の３

年間で約10％減少するなど、生産拠点の海外移転

等の動きが加速されていることから、地域経済の

活力が低下している。

空洞化の進展が懸念される地域経済を再生する

ためには、成長分野において新たな事業を産み出

していくことが必要不可欠であり、その際、極め

て重要な視点は、科学技術の競争力の活用である。

地域に存在する科学技術の種を活かし、イノベー

ションの創出を促進し、次々と新たな産業に発展

させていく仕組み（地域風土）を創り出していく

ことが地域経済の再生に繋がる。しかしながら、

今後の成長分野は、斬新なアイデアに基づく新商

品・新サービス・新技術の開発が必要であり、ハ

イリスク・ハイリターンの分野が中心である。従

って、地域の企業が一社独力で、必要な技術・人

材・資金等を集め、リスクの高い成長分野に進出

することは、極めて困難となる。この課題を克服

するための有効な手段のひとつとして産学官連携

を位置付けているのが、産業クラスター計画であ

る。＜図１参照＞

２．産業クラスター計画の推進　

～産学官連携はひとつの手段～

（１）産業クラスターとは

産業クラスターとは、米国の経営学者マイケ

ル・Ｅ･ポーター教授が提唱した概念で「特定分

野における関連企業、専門性の高い供給業者、サー
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ビス提供者、関連業界に属する企業、関連機関

（大学、業界団体など）が地理的に集中し、競争

しつつ同時に協力している状態」とされている。

産業クラスターでは、企業、大学、公的研究機

関、ベンチャー・キャピタル、専門商社等による

産学官の広域的な人的ネットワークを形成するこ

とにより、産学官の間で流通する情報の質・量を

格段に高め、技術・経営情報・販路等の経営資源

を補完していくことが可能となる。こうした状態

が、次々とイノベーションを創出する苗床とな

る。＜図２参照＞

（２）地域経済を支え世界に通用する新事業の創

出と産業クラスターの形成

地域経済の再生には、地域において成長性ある新

規分野を開拓する産業・企業の創出が必要不可欠

との認識のもと、経済産業省では、産業クラスタ

ー計画を推進しており、全国で19プロジェクトが

展開されている。＜図３参照＞

産業クラスター計画は、各地域経済産業局が、

地方自治体と共働して、世界市場を目指す企業を

対象に、①これら企業を含む産学官の広域的な人

的ネットワークを形成、②経済産業省の地域関連

施策を総合的・効果的に投入することにより、地

域経済を支え世界に通用する新事業が次々と展開
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図２　産業クラスターの概念＜中部経済産業局作成資料＞



され、産業クラスターが形成されることを目標と

している。そして、経済産業局職員が企業訪問に

より個別企業の課題解決を図るとともに、具体的

施策として、産業クラスター形成に向けた３つの

柱が推進されている。

①Networking：産学官の広域的人的ネットワー

クの形成

②Innovation：地域の特性を活かした技術開発の

推進

③Incubation：インキュベータの整備、事業化段

階における支援等

先行事例となったのは、関東経済産業局の産業

活性化プロジェクト（通称TAMA）である。この

事例では、産学官の交流、ネットワーク作りが飛

躍的に進み、ネットワークを構成する企業に対す

る技術開発支援において、事業化成功率は全国平

均の３倍となったとの報告がある。

（３）東海ものづくり創生プロジェクト　

東海地域は、自動車、金属工作機械、電子部品

等の多種多様な厚みのある産業集積があり、研究

開発力を武器に特定分野の市場で活躍する中堅・

中小企業が多数存在する。また、工学系、医学系

を始めとしたレベルの高い大学及び公的試験研究

機関など研究集積も存在する。しかしながら、他

方では、開業率は全国平均を下回る低調さとなっ

ており、新たな事業分野への展開のダイナミズム

を産みだす事業環境に適しているとは言い難いの

も現状である。結果として、今の「強み」が「弱

み」要因になるおそれもある。こうしたことから、

地域に多数存在する既存産業の集積を最大限に活

用して、「一歩進んだものづくり」を目指す企業

群に対して、地方自治体、大学等研究機関や産業

支援機関などと連携し、世界に通用する企業・産

業を育成し、情報・バイオ等新規分野も含めた高

度なものづくり産業クラスターの創生を目的とし

て、東海ものづくり創生プロジェクトが推進され

地域経済の再生と産学官連携

41岐阜を考える　2003. NO.116

図３　産業クラスター計画＜経済産業省作成資料＞



ている。

具体的には、社団法人中部経済連合会と中部経

済産業局との連携のもと昨年６月14日に「東海も

のづくり創生協議会」が設立され、本年１月末現

在、約480社、25大学などが参加している。東海

ものづくり創生協議会の発足直後の胎動期である

ことから、第一段階として産学官の広域的な人的

ネットワーク形成に重点をおき、中部地域産学官

連携サミットの開催、フォーラム・セミナーをは

じめとした出会いの場の提供など様々な活動が展

開されている。

とりわけ特徴的ものは、特定分野に焦点を当て

た研究会活動であり、①東海バイオファクトリー

研究会、②東海ナノプロセス・マテリアル研究会、

③IT×MT＝SMS（スーパーものづくり）研究会、

④ディスプレイ産業研究会といった４研究会に産

学官が参加している。

例えば、東海バイオファクトリー研究会では、

研究者ネットワークとして、医学・薬学・農学・

工学・理学など幅広い分野から約500人が参加し、

企業側は約20社が参加したネットワークにより構

成されている。製造業ではアイシン精機や日本ガ

イシといった大企業及び岐阜プラスチック工業な

ど地域の中堅企業が、また、医学生物学研究所や

東海メディカルプロダクツなどバイオ分野でのベ

ンチャー企業に加え、豊田通商といった商社も参

加しており、企業規模・業種分野も多種多様であ

る。研究会では、研究者側から産業化可能なシー

ズの提案を受け、企業側が個別面談にて詳細を把

握し、共同研究や事業化に結びつけようといった

活動が展開され、昨年末現在約60件の面談が終了

している。学会や研究室OBといった今までのつ

ながりに加えて、全く異分野の研究者（あるいは

シーズ）との出会いの場となっており、大学発ベ

ンチャー起業に関与した事例、実用化に向けた産

学共同技術開発プロジェクトに発展した事例、異

業種間の産産連携による新製品開発に向けた動き

も報告されている。こうした活動は研究者及び企

業側の実務者により自らコーディネートされてお

り、実態的な産学連携の大きな成果の一例でもあ

る。

＜活動内容等詳細ついては　ホームページ参照

http://www.tokaibio.net＞

加えて、東海ナノプロセス・マテリアル研究会

では、研究者の技術シーズをセミナー方式で発表

する「大学発新素材シーズプラザ」を開催し、企

業とのマッチングを促進する活動を展開してい

る。IT×MT＝SMS（スーパーものづくり）研究

会では、名古屋大学、岐阜大学などの研究室を訪

問するなどの活動を、ディスプレイ産業研究会で

は、フォーラム・セミナーを開催するなどの活動

を展開している。

（４）第２段階　～イノベーションの創出～　

それぞれの研究会毎に目的的な集団を形成し、

独自の取組みが自律的に展開されており、このよ

うな活動そのものが産学官連携の一形態である。

更に、産学官連携による人的ネットワークの形成

は、産業クラスター形成に向けた第一段階として

の手段であり、ビジネス創生のための苗床となる。

新たな事業を作り出すために次の段階として目指

すものは、実用化に向けた技術開発の促進＝イノ

ベーションであり、研究会といった集団の中から、

個別の新事業の種を萌芽させることが課題であ

る。

３．中部地域の産学官連携の現状と課題

前述したとおり、新たな事業を産み出していく

際の極めて重要な視点は、科学技術の競争力の活

用である。しかしながら、中部地域の技術開発ポ

テンシャルは、経済規模に比べて研究開発基盤や

技術移転といった点では手薄であり、研究開発基

盤の充実とともに産学官連携による円滑な技術移

転が一層重要となっている。＜図４参照＞　
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（１）産学官連携推進に向けた全国レベルでの取

り組み　～産学官連携サミット～

科学技術創造立国を実現するには、政府、学界

及び産業界を上げた産学官連携の強化に向けた取

り組みが必要との認識の下、内閣府、経済団体連

合会、日本学術会議が主催して平成13年11月19日

に「第１回産学官連携サミット」が開催され、産

学官のトップ300人が参加し、相互理解、信頼醸

成の気運醸成と環境形成が図られた。更には、平

成14年６月15～16日に、京都において「第１回産

学官連携推進会議」が開催され、約3700人が一堂

に会して実務者レベルでの推進課題について議論

がなされた。

加えて、昨年11月18日には、「第２回産学官連

携サミット」が東京にて開催され、産学官のトッ

プ約1200人が参加するなど、産学官連携推進に関

する認識は着実に深化した。

（２） 中部地域の産学官連携の現状

全国の動きに呼応し、平成13年12月15日に中部

地域の産学官トップ約500人が一堂に会し「第１

回中部産学官連携サミット」において、パネルディ

スカッション等により意見交換がなされ、連携推

進に向けてのサミット宣言を採択するなど、中部

地域においても相互理解、信頼感の醸成が図られ、

産学官連携への気運が高まる大きな契機となっ

た。

更には、昨年12月12日に「第２回中部地域産学

官連携サミット」が開催され、第１部「中部地域

産学官連携懇談会」では、産学官連携をリードす

る各界のトップ約40名が、一層の推進に向けた意

見交換を行い、「産学官連携のフレームづくりは

徐々に整備されており、今後はソフトの充実が必

要」「基礎研究から実用化に至るまでの“死の谷”

克服のための仲介役、目利き人材・チームが必要」

「それを担う人材が不足。育成プログラム・制度

の整備が急務」といった具体的推進に向けた課題

地域経済の再生と産学官連携
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が提示された。

４．まとめ

産業クラスター計画の推進は、結果として産学

官連携を促進してきた。しかしながら、まだその

活動は緒についたばかりであり、今後の深化がク

ラスター形成の成否を握っていると言っても過言

ではない。個々の研究者と企業とのインターフェ

イスに加えて、大学としての組織的な取り組みが

大きな役割を果たすものと考える。その一例とし

て、岐阜大学においては産学官融合化センターが

設置され、学外との連携のワンストップ窓口の機

能が整備された。こうした取組みによって、大学

内外の情報流通が円滑になり、研究成果・技術シー

ズの産業界への発信が一層促進されることが期待

される。

一方で、学術論文をはじめ大学から提供される

情報は、極めて学術的価値が高いものは自明であ

る。産業界、特に中小企業にとっては、そのまま

では理解するのに困難なものであることも少なく

ない。従って、何らかの形で産業界に容易に理解

できるような加工、つまり情報の加工が必要であ

ろう。その場合、特許等の知的財産との兼ね合い

や、学術的な検証との整合性など、いくつかの留

意点も存在する。こうした「加工」を的確に実施

するには、大学と産業界双方の実情に詳しい媒介

者が必要だと考える。産学連携コーディネーター

等は、その一方策として有効であろう。産業界か

ら、こうした人材が絶え間なく流動化され、イン

ターフェイスが拡大することが期待される。

もちろん、産業界からの情報も的確に研究者に

伝わる仕組みが必要であり、行政としても産業ク

ラスター計画の推進はじめ様々な施策展開の中

で、実効をあげることが急務である。

最後に、最小単位としての個人の人的つながり

が、組織としての総合力となり、地域風土として

の定着していくことが、次々と新しい事業を産み

出していく産業クラスター形成の源泉として、か

つ、知的な地域基盤として必要不可欠なものであ

り、これが地域の競争力を高めるものと考える。

44 岐阜を考える　2003. NO.116

特集論文



○従来、大学と企業との間では、大学の研究室に対して企業から研究資金（奨学寄付金）が提供され、

一方で研究関係情報等が大学の研究者から企業側に提供されていました。企業にとって、学生への接

近が容易になるといった相互の契約によらない産学の日常的な連携関係（特定研究室と特定企業間で

の産学官連携）が主流となり、このことが日本の産業界を国際水準に押し上げるのに相当な貢献を果

たしてきました。

○国等の試験研究機関は、産学官共同による大型プロジェクト研究開発の中核となり、特定分野におけ

る基礎的な研究や応用・啓発研究を実施し、科学技術の進展に貢献してきました。

○大学における産学官連携の推進に関する施策については、民間等との共同研究の発足、共同研究セン

ター整備の開始など国立大学を中心として、各種制度や体制が逐次整備されてきましたが、特にここ

数年で産学官連携に関する各種の検討・提言や、これに基づく制度の整備が進み、産学官連携の拡大

が見られるようになってきました。

○共同研究の急激な増加は、従来の「おつき合い型」の産学官連携から、「契約・ルールに基づく組織

的な産学官連携」への転換の傾向を示しています。

○岐阜県においては、研究開発財団・科学技術振興センターなどが主体となって、積極的な連携活動を

進めていますが、特定の企業に偏っている傾向にあります。

また、岐阜県工業会においては愛知県等の大学を含めた交流が盛んに行われており、歩行ロボット

等の成果を多く出してきています。

そして、岐阜大学においては大学内部の改革及び積極的でオープンな研究室の開放など、産官学融

合センターが主導で、徐々に産業界との交流が始まってきています。

○当産経センターでは、これらの状況をふまえ、今後とも大学との交流等についての産学官連携の

PR活動及び支援を行っていきます。 （篠田幸治）
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